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序     文 

 
 
独立行政法人国際協力機構は、エジプト・アラブ共和国の第二次エジプト日本科学技術大

学教育・研究機材調達計画にかかる協力準備調査を実施することを決定し、同調査をインテ

ムコンサルティング株式会社に委託しました。 
 
調査団は、平成 28 年 2 月から平成 28 年 11 月までエジプトの政府関係者と協議を行う

とともに、計画対象地域における現地踏査を実施し、帰国後の国内作業を経て、ここに本報

告書完成の運びとなりました。 
 
この報告書が、本計画の推進に寄与するとともに、両国の友好親善の一層の発展に役立つ

ことを願うものです。 
 
調査にご協力とご支援をいただいた関係各位に対し、心より感謝申し上げます。 

 
 
 

平成 29 年 2 月 
 
 

独立行政法人国際協力機構 
人間開発部 
部長 熊谷 晃子 
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要     約 

国の概要 

エジプト・アラブ共和国（以下、エジプトという。）はアフリカ大陸北東部に位置し、西

にリビア、南にスーダン、北東にイスラエルと隣接し、北は地中海、東は紅海に面している。

南北に流れるナイル川の河谷とデルタ地帯（ナイル・デルタ）のほかは、国土の大部分が砂

漠である。ナイル河口の東に地中海と紅海を結ぶスエズ運河がある。国土面積は約100万平

方キロメートル（日本の約2.6倍）、人口は約9,151万人（国連：World Population Prospects, 2015 
Revision）である。エジプトの地方行政単位は27あるムハーファザ（県、州 と訳されるこ

ともある）である。2011年のエジプト革命後の同年4月にヘルワン県がカイロ県に、10月6
日県がギーザ県に再編入され、2008年4月以前の区画に戻った。知事は、中央政府から派遣

される官選知事で、内務省の管轄下において中央集権体制をとる。首都はカイロである。 

エジプトは乾燥帯、砂漠気候に属し、11月から4月までの温暖な冬と、5月から10月までの

暑い夏の2つの季節がある。沿岸地帯では、冬の平均最低気温14℃から夏の平均最高気温30℃
までの範囲で変化する。内陸部の砂漠地帯では、気温の変化が激しく、特に夏期は夜間の7℃
から日中には43℃にまで達することもある。カイロの年間降水量は10mmを若干上回る程度

であり、年間降水量が80mmを超える地域はほとんどないが、沿岸地帯であるアレキサンド

リア周辺の年間降水量は200mm程度と比較的多い。エジプトの気象現象のひとつに、春に

なると国中に吹く砂まじりの熱風がある。ヨーロッパではシロッコ、エジプトではハムシー

ンとして知られているこうした熱風は、通常4月から5月にかけて多く発生する。 

エジプトの経済はGDPが2015年推計で、3,117.3億米ドル、1人当たりのGDPが3,407米ドル

である。GDPにおいて北アフリカ上位4カ国（エジプト、リビア、モロッコ、アルジェリア）

の中でエジプトは最大規模であるが、1人当たりGDP を見ると4カ国中3位となっている。

（アフリカ開発銀行：African Statistical Yearbook 2016）。 

GDPにおける農業、工業、サービス業分野が占める割合については、主要産業は観光を

中心とするサービス業であるが、工業分野の割合が増加している。農業分野の割合は徐々に

減少しており、1990年には19.3%であったが2015年には11.2%と半数近くまで下げている。

一方で工業分野は1990年には28.6%を占めていたが、緩やかにその割合を増加させ、2015年
には農業分野(16.7%)の2倍を超える36.3%を占めるようになった。サービス業は90年代から

15年時点まで大きな変動無く約50%で推移している。  (世界銀行: World Development 
Indicators 2016)。 

貿易に関しては、2015年の輸出額は200.5億ドル、輸入額は605.2億ドルとなっている。主

要貿易相手はEU（輸出：27%、輸入：29%）、アラブ地域（輸出：38%、輸入：11%）、非

アラブ地域のアジア圏（輸出：15%、輸入：28%）である。2015年の主要貿易相手国は、サ

ウジアラビア、以下イタリア、米国となっている。 
アフリカ圏での貿易は活発ではなく、輸出は1%、輸入は5%ほどである。1990年から2014

年までの輸出/輸入割合は輸出が40～50％程度、輸入が50～60％程度で推移しており、輸入
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額が輸出額を上回っている(World Development Indicators 2016)。 
 

プロジェクトの背景、経緯および概要 

エジプトでは、近年国立大学における授業料の無償化により学生数が増加しており、これ

に伴い教員一人当たりの学生数も増加、教育の質の低下が深刻化している。エジプト国内の

大学における講義は全般的に座学による理論中心で、実践的、先端的な教育を行う大学は限

定的であり、研究面においても研究機材の不足等により、総じて大学の研究能力は高くない。

そのため理工系分野の優秀な学生は海外留学し、海外で就職することが多く、優秀な人材の

頭脳流出は当該国の大きな課題となっている。 

エジプト政府は、「2022 年までの経済・社会開発計画に関する戦略的枠組」の中で、その

目標の一つとして高付加価値な産業構造の構築を掲げており、そのための人材育成戦略とし

て、1）高等教育における科学技術分野の重視、2）高度な製造業に従事する人材育成のため

の実践的手法の重視を挙げている。 

上記の高等教育セクターの課題に対応するため、2005 年にエジプト政府は、同国内の既

存大学とは異なる日本型工学教育の特徴を活かした「少人数、大学院・研究中心、実践的か

つ国際水準の教育提供」をコンセプトとした「エジプト日本科学技術大学（Egypt-Japan 
University of Science and Technology（以下、「E-JUST」という。））」の設立支援を我が国に要

請した。2009 年にエジプト政府及び我が国政府は「エジプト・日本科学技術大学の設置に

関する日本政府とエジプト・アラブ共和国政府との間の協定（二国間協定）」を締結し、こ

の中で両国政府がE-JUSTの設置及び運営を行っていくことに合意した。独立行政法人国際

開発機構（以下、「JICA」という。）は、技術協力プロジェクト「エジプト日本科学技術大

学設立プロジェクト」（2008 年～2014 年）を通じ、E-JUSTの工学系大学院設立支援を行い、

同大学院は 2010 年に開設された。現在は技術協力プロジェクト「エジプト日本科学技術大

学プロジェクトフェーズ 2」（2014 年～2019 年）を通じ、工学系大学院の教育・研究能力の

向上、産業界との連携促進、大学院の運営改善等に、引き続き取り組んでいる。 

E-JUSTは工学部学士課程開設を計画しており、2017年7月を目標に新キャンパス建設事業

を進めている。エジプト政府は2014年8月、無償資金協力による工学部教育・研究用機材の

整備を日本政府に要請。2015年9月からJICAは協力準備調査を実施した。2016年3月、日本

政府は「エジプト日本科学技術大学教育・研究機材調達計画」（第一次計画）の実施を決定

した。同計画では、先方からの要請のうち、主に工学部第1、2学年用の教育・研究用機材の

整備を行うこととなる。本第二次計画は、工学部開設後のスケジュールに合わせ、工学部3、
4学年用の教育・研究用機材を追加的に整備するための協力準備調査として、第一次計画か

ら引き続き、実施するものである。 
 
第二次計画は、第一次と同様に、エジプト国アレキサンドリア県ボルグ・エル・アラブ市

に位置するE-JUSTにおいて、新設される工学部8学科（電子通信工学科、コンピュータ情報

工学科、メカトロニクス工学科、産業・製造工学科、材料工学科、エネルギー資源工学科、

化学・石油化学工学科、電力工学科）に対し、高度な教育・研究用機材を整備することによ
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り、E-JUSTの教育・研究機関としての基盤強化を図り、もってエジプトと日本の産業界と

の連携の強化を通じた輸出振興・産業育成による、持続的経済成長と雇用創出の実現に寄与

するものである。 
 

調査結果の概要とプロジェクトの内容 

JICAは2016 年2 月23 日から3 月7 日まで、官団員調査に先行して、要請機材内容のス

クリーニングを主目的としたコンサルタント団員のみで構成される調査団を現地に派遣し、

E-JUSTをはじめとするエジプト側関係者と協議を行った。その後、2016 年7 月22 日から8 
月3 日にわたり、概略設計調査団を現地に派遣し、E-JUSTをはじめとするエジプト側関係

者と協議を行い、要請内容に基づいて現地調査を実施した。その後、同調査団は現地調査の

結果を踏まえた国内解析を行い、要請内容のうち先方の優先度が高く、工学部学士課程3年
次・4年次の実施に必要不可欠と判断される教育・研究機材の整備を協力対象とする概略設

計を協力準備調査報告書（案）にとりまとめ、2016 年11 月4 日から11 月17 日までエジプ

ト側関係者への現地説明を行った。 

先方との協議に基づきまとめられた本プロジェクトの概要は以下のとおりである。 

（１）協力対象範囲・コンポーネント、協力規模 

本無償資金協力は、E-JUST に対し、高度な教育・研究用機材を整備することにより、

E-JUST の教育・研究機関としての基盤強化を図り、もってエジプトと日本の産業界との連

携の強化を通じた輸出振興・産業育成による、持続的経済成長と雇用創出の実現に寄与する

ことを目的とする。エジプト政府は 2017 年 7 月を目標にボルグ・エル・アラブ市内に E-JUST
の新校舎を建設予定であり、上記時期に併せて工学部学士課程開設を計画しており、現在準

備が進められている。本プロジェクトは E-JUST の工学部 8 学科（電子通信工学科、コンピ

ュータ情報工学科、メカトロニクス工学科、産業・製造工学科、材料工学科、エネルギー資

源工学科、化学・石油化学工学科、電力工学科）の学部教育に必要な基礎科学系（物理・化

学等）を含む教育・研究用機材を整備するものであり、整備機材は全て上記エジプト側で建

設する新校舎に設置される。 

（２）機材計画 

１）機材選定方針 
本無償資金協力は、E-JUSTにおいて2017年9月に開設される工学部学士課程8学科のカ

リキュラムと整合した教育・研究用機材を選定する方針とし、エジプト国政府の要請内容

と現地調査および協議の結果を踏まえて以下の方針に基づき計画する。 

・機材選定に際しては、以下優先順に、①3年、4年時に履修する応用工学の授業に必要

な機材、②学科毎の共通実験室に設置される機材を計画に含むこととし、実際の活用

計画に基づき、使用頻度等も勘案の上、機材選定を行う。 

・安全設備として本プロジェクトに含むことが必要かつ妥当な機材を選定する。 
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２）機材選定基準 
本計画に含める機材計画内容の検討に当たっては、上記機材選定の方針に従いつつ、下

記の機材選定基準により、絞り込みを行った。 

①  工学部学士課程カリキュラム、各学科の教育・研究内容、実習方法と整合する機材

（特に第 3、第 4学年向け） 

②  安全設備として本事業に含むことが必要かつ妥当な機材 

③  実施機関が独自で調達可能な機材は優先順位を下げる 

④  現地で調達可能なスペアパーツや消耗品は対象外とする 

⑤  エジプトで調達不可能なスペアパーツや消耗品が必要な機材は対象外とする 

⑥  一般的な家具や事務用品は対象外とする 

⑦  現地水準で教育活動が難しい機材は対象外とする 

⑧  現地の維持管理技術水準を超えた機材は対象外とする 

⑨  銘柄指定となる機材は対象外とする 

３）機材数量の検討 
機材数量については、工学部用教育・研究機材は学生数、実習グループ数及びグループ

毎の実習科目シフトにより適切な数量を計画する。また複数の学年で使用する実習機材に

ついても、実験室数が1室であれば、時間割により学年間で調整を行うことを前提とする。

大型機材に関しては、実験室内の配置計画も勘案して数量設定を行った。 

４）機材グレードの検討 
実習機材については、カリキュラムで必要な実習が実施できるレベルの機材を計画する。

また日常的に消耗品が必要、また定期的な点検・校正が必要な機材については、エジプト

国または近隣国の代理店の有無、消耗品の調達経路について十分に調査の上、調達機材が

適切に活用されるよう計画を行った。 
 
プロジェクトの工期および概略事業費 

プロジェクトの実施に必要な工期は、調達機材の製作期間や検査・船積みにかかる期間お

よび機材のサイト搬入・据付工事・初期操作指導・運用指導にかかる期間等を踏まえて、実

施設計7.0 ヶ月、入札期間2.0 ヶ月、機材調達14.0 ヶ月の計23.0ヶ月とする。また、本プロ

ジェクトに必要な概略事業費は9.98 億円（日本国政府負担分9.97 億円、エジプト国政府負

担分0.01億円）と見込まれる。 
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プロジェクトの評価 

（１）妥当性 

本プロジェクトは以下の点から、我が国の無償資金協力による対象事業として、妥当性

が認められる。 

  １) プロジェクトの裨益対象 
本プロジェクトの対象地域は、プロジェクトサイトである E-JUST が位置するアレキ

サンドリア県ボルグ・エル・アラブ市である。E-JUST にはエジプト全域から優秀な学

生が集まり、卒業生の就職先は省庁や民間企業または全国の工科系大学等の高等教育機

関となる。直接受益者は本プロジェクトで整備される機材を活用する E-JUST の工学部

学士課程の学生約 2,000 人および教員約 123 人とする1（2022 年時点）。E-JUST はエジ

プトの工学系随一の高等教育機関であり、本プロジェクトはエジプトの産業の発展に大

きく貢献するものであることから、その妥当性が認められる。 

  ２) 人間の安全保障の観点 
人間の安全保障とは、人間一人ひとりに着目し、生存・生活・尊厳に対する広範かつ

深刻な脅威から人々を守り、それぞれの持つ豊かな可能性を実現するために、保護と能

力強化を通じて持続可能な個人の自立と社会づくりを促す考え方とされている。本プロ

ジェクトの実施によってエジプトの工学系トップレベルの高等教育機関である E-JUST
にて実践的な教育を受ける機会が増えることにより、E-JUST 卒業生の能力が強化され

エジプトの産業と社会の発展に資することができ、ひいては、同国の安全・安定的な社

会構築に貢献できるという点において、人間の安全保障の観点に合致し、国民の生活改

善に結びつく計画といえる。 

３) 当該国の中・長期的開発計画の目標達成への貢献 
エジプト政府が 2012 年に公表した「2022 年までの経済・社会開発計画に関する戦略

的枠組」の目標の一つとして、高付加価値な産業構造の構築を挙げており、そのための

人材育成戦略として、1）高等教育における科学技術分野の重視、2）高度な製造業に従

事する人材育成のための実践的手法の重視が提唱されており、特に理工系分野の高等教

育の充実化と卒業後の雇用に結びつく実践的教育手法の導入を通じ、産業界のニーズに

合った人材を育成する事が求められている。 

本プロジェクトは E-JUST の工学系 8 専攻（コンピュータ科学、電子通信、電力工学、

化学工学、環境工学、材料工学、機械・メカトロ、産業工学）の学部教育に必要な基礎

科学系（物理・化学等）を含む教育・研究用機材を整備するものであり、エジプト国の

上記開発計画に合致する。 

 

                                                   
1 調査団の収集資料に基づく（E-JUST Academic Staff Recruitment Schedule for Faculty of 

Engineering） 
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４) 我が国の援助政策・方針との整合性 
我が国の対エジプト国別援助計画（2009 年 5 月）では、援助計画目標のひとつとし

て「持続的経済成長と雇用創出の実現」を掲げており、その中の重点セクターとして「輸

出振興・産業育成」を位置づけている。JICA は、重点分野のひとつに「人的資源の育

成・公的セクターの改善」を掲げており、そのプログラムのひとつに「日本式教育・人

材育成支援プログラム」を置いており、「エジプト日本科学技術大学（E-JUST）設立プ

ロジェクト（2008-2014）」、「エジプト日本科学技術大学（E-JUST）プロジェクトフェ

ーズ 2（2014-2019）」、「高等教育省政策アドバイザー（2014-2016）」等、高等教育分野

のプロジェクトはこのプログラムの中に位置づけている。本事業もこれらの協力方針に

合致する。 

（２）有効性 

以下に本プロジェクトの実施により期待されるアウトプットを示す。 

１）定量的効果 

２）定性的効果 

① エジプトの産業界及び社会の発展に貢献する人材の育成。 

② 工学部への入学志願者数が増加傾向を示す。 

 
 これらのことから、本協力対象事業を我が国無償資金協力により実施することの妥当性

は高く、また有効性が十分に認められると判断される。 

指標名 
基準値 
（2017 年実績値） 

目標値（2022 年） 
【事業完成 3 年後】 

工学部 8 学科在籍学生数（人） 500 2,000 

各学科における実験・実習・研究時間

の割合 
18.6% 32.8% 
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第１章 プロジェクトの背景・経緯 

１－１当該セクターの現状と課題 

１－１－１高等教育（工学教育）セクターの現状と課題 

（１）高等教育行政システム 

エジプト国では、1960 年代から高等教育の広域化、規模の拡大、システムの多様化が

続いており、現在国立大学（Al-Azhar 大学を含む）24 機関、私立大学 19 機関、その他の

私立、国立の技術専門校が多種存在する（下表 1-1 参照）。外国大学は一般的に私立大学

と分類されているが、大学によってはカイロアメリカン大学のように文化機関（Cultural 
Institute)としてその沿革により独自の行政分類を持つものもある。国立大学の学費はほぼ

無償であるために学生数が最も多い。一方、単位ごとに設定された授業料を払っての受

講が可能な New Modes（新方式）2といわれるコースが 2007 年より多くの大学において導

入され、さらに広い分野、新しい分野の学習、または通信学習などの選択も増加傾向に

ある。一方、私立大学は年間 25,0003～55,0004エジプトポンド（305.250～671,550 円5）程

度の学費負担がある。 

表 1-1 2013/14 年時点での高等教育機関数・学生数及び教職員数 

 
（出典：高等教育省 Strategic Planning Unit 提供資料） 
                                                   
2 特別プログラム（Special Program）とも呼ばれており、産業界のニーズをより反映した教育内容を提供

することにより、通常プログラムと同じく入学した学生が年間 800～2000 ユーロほどの学費を払うことに

より選択できる。大学はこの収入を大学や学部のインフラ設備向上などに利用している。（出典：ヨーロッ

パ委員会 Higher Education in Egypt 2012 年） 

3 フランス大学の例（エジプト人学生学費）（同大学ウェブサイト参照） 

4 カイロアメリカン大学の例（エジプト人学生学費）（同大学ウェブサイト参照） 

5 1 エジプトポンド=12.21 円として計上。積算時点 2016 年 8 月（Central Bank of Egypt/三菱東京 UFJ

銀行為替相場参照） 
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各高等教育機関の管理・監督は主に高等教育省（Ministry of Higher Education – MoHE）
が担当するが、2015 年 9 月、高等教育や研究機関への研究資金の供与や、研究開発、科

学技術開発政策を担う科学研究省（Ministry of Scientific Research-MoSR）が高等教育省に

統合され、高等教育科学研究省（Ministry of Higher Education and Scientific Research (以下、

「MoHESR」という。））となった。MoHESR には大学最高審議会（Supreme Council of 
Universities - SCU）や大学戦略計画課（Strategic Planning Unit – SPU）等がある。SCU は

大学の設置やカリキュラムの認可、国立大学の入学基準や審査方法を設定し、SPU は高

等教育政策の方向付けに必要なデータ管理、分析、政策提言などを行う。エジプト国は

27 の県（または州、Province/Governorate)があり、それが 7 つの地域に分かれているが、

学生は高等学校卒業試験である Thanaweya Amma6（以下、「TA テスト」という。）の点数

により、それぞれの居住区の地域にある国立大学と専攻を選択する。例えばエジプト南

部のソハーグ県の学生は近隣地区のケナ県の大学に行くことは出来るが、カイロ地区

（Greater Cairo)の大学に行くことは出来ない。工学系学部は TA テストにおいてもっとも

高得点が求められ、そのあとに続く難関専攻分野が医学、法学である。 

（２）国際競争力にみられる高等教育の現状と課題 

エジプト国政府は今後の科学技術分野における、北アフリカ、アラブ地域での国際競

争力強化に向けた方策の一環として、高等教育の質的・量的拡大を目指している。世界

経済フォーラム（2016-17 年）により公表された最近の指標7によれば、エジプトの国際競

争力はアラブの春以降わずかに上昇傾向にあり、全 138 か国中 115 位となった（2014-15
年では 119 位8）。主に経済発展の足かせとなる治安が好転したこと、産業界の紛議の法的

調停の促進、財産権の保護の改善が要因と考えられている。一方、労働需要拡大と社会

的結束の原動力となる民間セクターの強化、そして治安の改善が今後の課題である。そ

して同指標で 135 位である労働市場の効率性、すなわち労働力の効果的な活用と市場の

柔軟化が焦点の一つとなっている。また、高等教育の効率性は 112 位であり、その中でも

教育の質と大学運営の効率性が阻害要因と指摘されている。OECD (2010) 9は、エジプト

の高等教育の非効率性の原因として、システム全体、また大学経営における中央集権体

制を指摘しており、今後は運営主体の決定権を拡大することで資金と学生の流動性を柔

軟にしてゆくべきと考えられる。 

さらにエジプトの抱える課題として労働市場の効率性の問題がある(同指標で 137 位)。
それは企業が求める労働者の属性と，失業者の属性が異なることにより，労働力需給の

質的不適合（ギャップ）が起こっていることによるが、その不適合は地域、男女格差、

工学系人材の汎用的能力の低さが要因といえる。人材の量的需要に関しても、今後の科

学技術面の開発に向けて、工学部専攻の学生の増大も必要と考えられる。 

                                                   
6 エジプト全土で行われる共通の高等学校卒業であり、そのスコアのレベルにより大学の入学要件を満た

す学部への入学が許可される。高等教育科学研究省が実施。 

7 http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2016-2017/ 

8 https://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2014-2015 

9 OECD (2010). Higher Education in Egypt. Paris: OECD 
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表 1-2  国別学生の専門領域の割合（2004 年） 

（出典：高等教育省 Strategic Planning Unit 提供資料） 
 

男女格差については、社会全般から言えば 144 カ国間で 132 位と後進国といえる。し

かし中等教育入学率において男女差はほとんどなく、高等教育においても男：女が 1：0.9
とあまり差はない。しかしながら 2016 年時点で成人男性の失業率 5%と比べ、女性の失

業率は 17%、さらに高学歴者の就業率は男性で 86％、女性で 62％である10。教育関連指

標について詳しく見ると、大学就学率は 2015 年時点で男性約 37％、女性 35％（日本は

66%と 61%）11であり、STEM12専攻の大学卒業者については男性 16%に対し、女性は 8%
と半数近い割合を示している（日本は 33%と 6%）13。このことから STEM 系の女性の、

労働市場への参加を含む政治・経済への参加が少ないと考えられ、今後女性の能力が同

方面でさらに生かされるべきと言える。また工学系専攻で女性の存在についてエジプト

国内大学で調査したところ、建築系を専門にする人材が多いことがわかった。イスラム

文化圏では一般的に女性は人前に多く出る職業を避けるため、建築設計等オフィス内で

行う仕事に就く機会を得るために、多くの女性が同専攻を好む傾向があると考えられる。 
 

（３）教育セクター・人材育成の課題 

ヨーロッパ委員会・OECD・英国（Chatham House, 2012）等の報告によると、現在のエ

                                                   
10 http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2016/economies/#economy=EGY 

11 ユネスコ統計 http://uis.unesco.org/country/eg 

12 STEM（Science（科学）・Technology（テクノロジー・技術）・Engineering（工学）・Mathematics（数

学）の頭文字）の各分野およびそれらの総合的な教育のことで、近年、現代の社会状況に対応した教育と

して、高等教育のいわゆるリベラル・アーツから、初等教育・義務教育までの広い範囲において、重要で

あると提言されている。 

13 http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2016/economies/#economy=EGY 
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ジプトにおける教育の課題としては以下を指摘している。 

• 高等教育のマスプロ化14による大学への過剰定員 
• 教育の質低下と家庭教師への依存 
• 過度の中央統制 
• テストに焦点を当てた暗記学習 
• 技術訓練への偏見 
• 社会格差の助長 
• 大学へのアクセス、財政支援、研究力の不足 （Chatham House, 2012） 

とくに、経済成長に伴う人的資源開発需要拡大、若者層の拡大、女性の教育アクセス

拡大等による高等教育の需要増加への対応は急務である。また経済力の格差による社会

格差の助長も顕著である。経済負担の少ない国立大学に頼る学生が多い一方、裕福な学

生は、学費負担は大きいが、教育環境の恵まれている大学へのアクセスが可能であり、

質の高い教育を受けることにより、より高い能力や社会地位の獲得につながる。高等教

育の機会、財政援助、多様性の増大により、一部の国立大学の学部、とくに商学部（社

会科学）や地理、歴史、言語、図書館学科等の人文系では、一クラス 3,000 人というよう

な定員を大幅に上回る学習環境も生じており、これらを改善することにより、教育の質

向上にも繋げるよう、施策が進められている。 

（４） 高等教育計画・産業人材育成計画 

高等教育省は 2000 年 2 月に全国高等教育会議（National Conference of the Higher 
Education）の議論をもとに、高等教育開発国家戦略（National Strategy for Development of 
Higher Education）をフェーズ 1（2002-2007 年）、フェーズ 2（2007-2012 年）と進めてき

た。現在は高等教育セクターの戦略計画（Strategic Plan）として 2015-30 年を目標に高等

教育需要拡大に対応する機会の増大、人材育成の効率性改善、質向上などに取り組んで

いる。人材育成としては企業の技術効率性改善に貢献する技術者の増大も目指している。

上記計画によると、以下の図に示すように高等教育戦略計画は法制度の確立と戦略計画

をもとに実施が計画されており、2030 年までに国内外の労働市場に人材を輩出するため

の質とキャパシティをもつセクターに発展することを目標に掲げている。 
 

                                                   
14 Mass-producing of credentials（学位の大量生産）からくる言葉で、高等教育の大衆化と知識経済によ

り大学での多人数教育が増え、教育の質の低下などを意味する批判的な表現として使われている。 
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図 1-1 高等教育戦略計画図式 

（出典：高等教育省提供資料より調査団作成） 
 
＜機会の増大と多様化への施策＞ 

MoHESR の一組織である Strategic Planning Unit によると、上記の計画への取り組みを

通して 2030 年までにエジプト国内における高等教育就学率を現在の 36%15より 40%に引

き上げ、その中でも応用科学分野専攻者を 27%から 40%まで増加することを目標にして

いる。そのため近年、政府は高等教育・研究開発・進学教育に充てる公的支出率を憲法

で定め、高等教育は国際水準を目指して現在の 1%から 2%への増大を規定した。取り組

みとしては国内高等教育機関の増大・大学教育の運営効率化・効果改善等があるが、大

多数を占める国立大学(2010 年次では 60%強)の質向上への取り組みが重要視されている。

質向上の施策としては教員数拡大による教員学生比率の減少や質保証システムの強化、

学生の声を大学運営に反映するための学生議会（Student Parliament)の設置16、そして学費

ベースにした特別プログラム（前述した新方式コースなど）の増加等がある。特別プロ

グラムは前述した国立大学にて最近増加する New Modes プログラムに含められ、低い教

員学生比率、単位制、市場の需要を反映した専攻などを謳っている。実際、2007 年から

2013 年にかけて伝統的な年次制プログラムの入学者は 3％減少、New Modes プログラム

は 2％強の増加を見せている17。一方、2006 年から 2009 年にかけて工学部入学者の国立

大学が占める割合が減少傾向（約 50%→40%）で、外国大学等の私立大学において増加（約

2%→8%）している。私立大学においては 2007 年から 2013 年にかけて割合は更に 12％近

                                                   
15 UNESCO 統計局データ（2015 年） 

16 現在は学生組合（Student Union）があり、代表者が選挙で選ばれ、学部によっては代表者が協議会に

参加する。しかし大学の運営により影響力のある形で参画することを理想とする学生議会の設置の意見も

浮上している大学もある。 

17 出典：高等教育科学研究省（Strategic Planning and Policy Support Unit）作成 The Government’s 

Strategy to Develop Higher Education in Egypt 2015 – 2030 （１７頁） 
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く増加している18。こういった高等教育需要の増大を見据え、外国大学の高等教育のマー

ケット参入も増えており、現在のカイロアメリカン大学、イギリス大学、ドイツ大学等

に加え、中国や韓国もエジプト政府と共同して大学建設を計画している。こういった新

大学の設置においては、特に国立大学の弱点である実学教育の充実が期待されている。

私立大学増加に伴う学生の学費負担軽減に向けては、銀行による教育ローンの充実等も

国の施策として取り組む計画がある。 
 

＜入学要件改善への施策＞ 
戦略計画の一部として掲げているのが教育全般の過程を通じた人材育成の効率性改善

と強化である。たとえば、現在までは高等学校卒業試験である TA テストがその後の専攻

や専門性、キャリアを決定する最大要件となっている。現在の TA テストの在り方が、高

校生の心理的負担、その後のキャリアの固定、高校教育や高校卒業生の能力の偏り、技

術教育のステータスの低下、貧富の差による学歴や社会地位の階層化などの問題につな

がっていると考えられる。工学教育においてもこういった学校教育における試験対策に

向けた暗記学習への偏重が、実験などの体験学習や高度な数学、物理などの学力不足に

影響していると大学関係者は指摘しており、同テストの形態や大学入学要件などの改善

策が必要である。 
TA テストの問題点としては先ず、テスト結果の有効期間が 1 年間のみであることが挙

げられる。TA テストの結果のみにより進路が決定するため、短期間で将来の方向を決定

しなければならず、テスト科目以外の勉強や能力開発、つまり実践力、語学運営能力、

思考力などがおろそかにされる結果となる。また能力の偏りも指摘されており、最近の

改革では TA テストの有効期間の延長や候補者の広い能力を測るテスト（例えば批判的思

考能力、コミュニケーション力、その他の学力テスト等）の実施が検討されている(大学

最高審議会工学セクター委員会代表者による)。同テストのもう一方の側面としては、高

得点の学生が大学に進むことができ、専攻の選択の幅も与えられる、という現状により、

専門学校（Technical College）などは「高得点をとれなかった人が行くところ」という偏

見も生み出し、その他の技術系専門教育機関や卒業者に対する偏見、ステータスギャッ

プに繋がっている。また、TA テストで高得点をとれなかった裕福な学生は、入学要件の

柔軟な私立大学に進むことができるが、そうでない学生は国立の技術学校に進むしかな

い。よってその時点で将来の展望、技術者としてのステータスギャップが生まれること

になる。こういった状況は現在、技術者のニーズに対応する技術学校の増加にはマイナ

スの影響を与えているといえる。このような状況が、高等教育における最近の短期コー

スなどを通じた専門家研修（Professional Training Programs）の需要につながっているとい

える。 
 

＜科学技術分野＞ 
科学技術分野においては、国内外、とくに MENA 地域（中東・北アフリカ地域）にお

                                                   
18 出典：高等教育科学研究省（Strategic Planning and Policy Support Unit）作成 The Government’s 

Strategy to Develop Higher Education in Egypt 2015 – 2030 （１７頁） 
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いて産業人材を輩出するための教育の質の向上、および技術開発を可能にする研究能力

強化の施策が進められている。世界経済フォーラムの指標（2015-16 年）によると、国の

産業発展段階は（産業発展の）基礎要素にけん引される（Factor-Driven）段階、効率性重

視（Efficiency-Driven）段階、イノベーションにけん引される（Innovation-Driven Economy）
段階の 3 つに分類される（下図 1-2 参照）。エジプトは効率性重視段階にあり、企業は生

産・人材育成・財政市場・技術において付加価値の増大を優先課題とする。日本を含め

た先進諸国はイノベーションにけん引される経済であるため、産業人材育成の在り方や

企業投資の優先が異なると考えられる。 

 
図 1-2 世界競争力指標の産業発展段階の分類 

（出典：高等教育省提供資料、および世界経済フォーラム資料より調査団作成） 
 
エジプト企業が必要とする人材は、特に学部卒業生の場合、企業における技術開発に

携わる高度な専門性と技術を持った人材より、広い実践力を持ち、あらゆる問題に効率

的に対応できる人材が必要とされている。時間をかけてイノベーションに携わる人材を

育てる日本の企業の在り方に対し、エジプトでは必要な技術について外部研修等を通じ

て技術者が効率的に獲得することが好まれる。また生産ラインで機材の不具合が生じた

際に、原因を特定し、簡易修理などに対応できる人材が重宝される傾向がある。しかし、

今後エジプトがイノベーションベースの経済に移行するためには、研究能力開発を重視

した教育を推進すべきであると思料されるところ、E-JUST は高度な研究能力を有する人

材育成を目指す中で、重要な存在として位置付けられるものと思われる。 
 

＜教育の質に関する現状と施策＞ 
高等教育、特に工学教育の質に関しては、雇用市場の需要供給の非整合性（ギャップ）

の観点でいえば、実践力の育成が主な課題だが、それは工学教育のコンテンツ、もしく

はカリキュラム内容、教育環境・教育手法の 3 つの視点から整理できる。 
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まず、工学教育の内容については、特に学士課程の場合、産業界のニーズという観点

からは、大企業の研究部門等で専門性を発揮するスペシャリストというより、広い業務

を扱えるジェネラリストの能力と専門性を併せ持つ人材が求められる。工学部学士課程

では多くの大学で 1～3 か月の企業研修（インターンシップ）を卒業要件に含めており、

実験も重要な位置を占める。しかしながらそれには 2 つ目の視点となる「教育環境」の

要素が深くかかわっており、具体的には実験機材のアクセス、実験室の環境、実験のサ

ポート体制などが考えられる。またインターンシップの実効性は企業における受け入れ

体制や人材育成の方針、学生の意識に大きく依存する。 
 
機材活用を通しての教育環境整備は特に国立大学では一般的に不十分なようだが、そ

の中でも大学・専門分野間で格差は見られる。多くの大学では実験室やワークショップ

にラボエンジニア19が常駐しており、ティーチングアシスタント（以下、「TA」という。）
201-2 名と共に実験クラスが実施される。人材配置状況は実験室のスペースや機材整備状

況と密接に関わっている。スペースや機材内容と比較してサポート体制が人数的に不十

分な場合や、とくに国立大学では安全設備や指導が行き届いていないケースも見らる。

またラボエンジニアやテクニシャンは学術スタッフ（Academic Staff、または教員)ではな

く事務スタッフ（Administrative Staff)として位置づけられており、それなりに確立した立

場ではあるものの学術スタッフよりは下級の立場と位置づけられている。デモンストレ

ーター21や TA は現役の大学院生などが行っており、学術スタッフとして彼らは学位を取

得することにより教授職へと昇進する。ラボエンジニアやテクニシャンも、現在の職を

経験としてキャリアのプラスにし、最終的には学術スタッフのルートを目指す傾向があ

る。よって、実験室の高度な機材の使用について長期的に訓練されたスタッフが育たな

いというジレンマを抱えている。そういった状況は日本も含めた他国の高度研究施設に

みられる課題であるが、とくにエジプトでは高度な機材を管理できる人材が希少であり、

機材管理への理解と体制が整わず、設備投資に無駄が生じるおそれもある。 
 
実験室の技術者配置については分野、機材、スペースなどによって様々である。E-JUST

に導入が予定されている高度な機材を扱える能力と経験を持った技術者は現在の国内大

学の配置状況を見ると十分ではなく、E-JUST は独自の技術スタッフの育成が必要となる。

またそういった人材を定着させるためには、高度技術者としての確立した立場、職位と

キャリアパスを設けることについても検討が必要と思料される。安全管理については私

立大学の方が必要時間数や実験室へのアクセス制限を設けるなど教育手法や体制が整っ

ており、特に実地経験が限られ、文化的にも一般的な日本人の認識とは異なる面のある

エジプト人学生に対しては確りとした安全指導体制作りが必要である。 

                                                   
19 それぞれの実験室に常駐し、器具を管理および実験の指導や補助をする技術者。 

20 実験や通常のクラスにおいて指導教官である教授の補助として学生を指導する。 

21 実験のクラスにおいて、器具を使って実験をして学生に見せる役割を担う。多くの場合、学生一人一人

が実験をするスペースや器具が十分にないため、デモンストレーターが何人かに分かれた学生のグループ

にて実験を行い、学生が見学する形態がとられている。 
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教育手法の課題として挙げられるものに工学部学士課程の一部としてのインターンシ

ップの実施状況がある。インターンシップは卒業要件に含まれ、単位取得が伴うのが一

般的である。インターンシップは企業にとっても人材を発掘する重要な機会であり、産

業界より大学に対する高度な技術を有する人材育成の期待は高まっているものの、大学

の人材育成力や手法については企業の認識が十分ではなく、大学と企業の協力関係構築

の障壁となっている。大学のインターンシップは企業側のニーズの調査や分析、そして

企業との議論のうえに慎重に計画されるべきであり、学修成果目標（Intended Learning 
Outcomes-ILO）22が達成できるように指導環境や単位取得方針を検討する必要がある。例

えば、学生に与える特定の課題を設定し、それを中心に企業研修を行い、大学で得た知

識やスキルを実践につなげる内容とし、評価方法も課題の達成度に焦点を当てたものに

する等が考えられる。これらを通し、大学は人材育成の環境やキャパシティについて企

業に魅力を伝えたり、エジプト独自の産業界ニーズを反映した専門性を持つ学生の育成

のあり方について企業と協議することも可能である。 
 
その他の教育手法の課題として文化的な側面も無視し難い。エジプトでは雇用市場や

職場において職員・技術者それぞれの専門性や地位が確立されており、壁を越えての作

業や業務を行う習慣が乏しいと考えられる。その様な職場習慣や文化が、企業などが指

摘する｢チームワーク能力｣の実現の障壁になっていると考えられる。研究室や講座の中

で、チームとして役割分担をし、共通の目標を掲げて勉学や演習・実験に取り組むとい

う教育的アプローチもE-JUSTの謳うLab-Based Learningの一部として有効と考えられる。 
 

（５） 機材使用と E-JUST の産業界への貢献の課題 

＜教育において＞ 
工学部卒業生はエジプト社会ではとくに実践力のあるエンジニアとして広く活躍する

ことが期待されており、このため教育は研究者である教授ではなく、エンジニアが中心

に行うべき、と主張する大学関係者もいる。特に現在の典型的な国立大学では、機材へ

のアクセスが限られているため、知識を実践に応用する経験が浅いまま卒業することが

課題である。それに加え、そういった技術的なスキルと貢献の需要が高い一方、(上述し

た職業習慣に見られるように)エンジニアという高い地位を得た人材と技術者業務の間の

隔たりも生じている。つまり、現場で働くエンジニアと高度なプロジェクトを創出し、

管理にも携わるエンジニアの両方が存在し、互いに協力し合う環境づくりが課題と考え

られる。E-JUST の工学部学士課程において高度な機材を導入した教育を提供することは、

この橋渡しを担う存在を育成するために有意義である。 
学部生がある程度研究機材の経験があることによる意義は、まず進学希望者の基礎研

究力を育むこと、そして企業でエンジニアとして働く学部卒業生が大学の研究開発力を

産業界に生かすための橋渡し的役割となることと言える。後者については具体的に 2 段

                                                   
22 それぞれのコースにおいて「意図された学修成果」が設定されているが、インターンシップにおいては

結果報告にとどまり、詳細に目標と照らし合わせた評価がなされていない場合が多い。 
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階のプロセスが考えられる。まず、彼らが産業界において技術職に携わりながら、産業

界の課題を研究的視点で分析し、会社や工場に提示すること。次にそれらの開発を可能

とする大学の機材の知識と経験を生かし、大学に対して、先端の機材を用いた研究開発

（Research & Development（以下、「R&D」という。））でその企業に貢献するものを提案、

実施につなげることが考えられる。 
エジプト企業の設備管理環境が理想的でない事実を考慮すると、学部生は産業機材の

基本メカニズムを理解し、関連する問題解決の実践力をつけることが中心となる。また、

自ら技術的な様々な課題に関わってゆくエンジニアの姿勢と合わせて、管理的立場とし

て効率的な解決方法を開発する応用能力が育成されるべきである。その上、将来の大学

と企業の協力関係を構築するという幅広い能力と資質の育成が必要と考えられる。変化

し続ける産業界の事情や政策にも注意を払い、長期的な課題を発掘し、学び続ける能力

と資質も必要との指摘もあった。そのためには学士課程では知識と実践力を身につける

だけでなく、生涯教育の姿勢を身につけるための刺激のある教育環境も求められる。 
 

＜研究分野の貢献＞ 
日本の企業は企業独自の R&D を活発に行っており、関連機材も整備している。それが

イノベーションベースの経済を形成しており、その方向性に合わせた独自の人材育成も

活発に実施している。一方、エジプト企業は R&D のための資源や知識ベースが不足して

いるため、高等教育機関に R&D 支援を頼る割合が高いといえる。企業の R&D と人材育

成に対する政府の支援が課題であり、これはエジプト企業が Efficiency-Driven として生産

プロセスの効率化に重点を置いていること、そして製品開発は独自のモデル開発ではな

く、諸外国の既存のモデルを準用することを中心としているという特徴と関連している。

R&D は財政基盤のある大企業や多国籍企業においてはある程度進んでいるが、例えば大

企業である ElAraby においてもつい最近独自に家電製品のデザインなどを開発し始めた

ところである。ボルグ・エル・アラブ地域においては、地元企業の UNITEL が生産ライ

ンの効率化に関する技術開発のため、E-JUST と共同開発に取り組む事例が見られた。 
分野としてはボルグ・エル・アラブの地元企業によると、ソフトウェアエンジニアリ

ングは設備投資費用が少なく Entry Barrier(事業開始障壁)が低いため、急速に発達してい

る分野である。一方、石油化学産業（Chemical/petrochemical industry)は需要が高まってい

る分野だが、設備投資費用が高いため、協力を提供する大学が少ない。ドイツ大学では

産業工学（Industrial Engineering）分野の機材が整備されており、企業と活発な協力を行っ

ている。 
メカトロニクスの分野について今後の成長が見込まれるため、アレキサンドリア大学、

アシュート大学で企業との共同研究に取り組んでいる。本プロジェクトとの関連におい

ては、E-JUST の位置するボルグ・エル・アラブ地域周辺の企業集積の状況についても考

慮する必要がある。 
 

（６） カリキュラム認可の課題 

工学部学士課程の新設において、E-JUST は 4 年制課程の設置を目指しているが、大学

最高審議会（Supreme Council of Universities（以下、「SCU」という。））は 5 年制、180 単
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位を基準としたエンジニアカリキュラムを原則としているため、SCU の承認を得るため、

E-JUST は現在交渉を行っている状況である。特に SCU 側は、E-JUST の 4 年制学士課程

については、最低 160 単位が必要と主張している。また、SCU の工学セクター委員会の

代表者によると、SCU とシンジケート23の関係については、SCU が学位を認めている限

りシンジケートから拒否されることはあり得ないとしている。その他の留意事項として

は、工学部の教員数の確保、そして E-JUST の目指す工学部学士課程の教育内容や質の精

査も含まれる。このような最近の課題を受け、2016 年度に SCU の工学部審査委員会は新

しいカリキュラム設置基準（NARS）を立ち上げた。今後のカリキュラム開発の動向を注

視する必要がある。 
 

（７） 今後に向けて 

本調査では、E-JUST の専門家、本邦支援大学教員との関係や、企業の需要、諸大学や

セクター全体の課題、そして E-JUST は、世界と競争し得る研究機関としての位置づけを

どのように維持し、教育内容に反映させるか等について、さまざまな課題や見解を得た。

それらの一例として以下なような議論がみられた。 
 
・E-JUST は国内の産業人材ニーズや労働市場への対応と、国際的視野での人材輩出を

どのようにバランスをとりながらエジプト社会に貢献するべきか 
・イノベーションを視野に置いた研究者の養成、または高度な専門性を得るための教

育と、産業に効率性をもたらす幅広い業務に対応するための教育のどちらに焦点を

置いてゆくべきか 
・国立大学として広い社会層に資する能力開発が可能なプログラムにするのか、それ

とも少数の突出した人材の育成に力点をおく高等教育機関に発展させるべきか 
・エジプトの役割分担を志向する習慣の中で、協力システムを実現するための教育内容

と手法をどのように実施してゆくべきか 
・E-JUST において高度機材を扱う技術者をどのように育て、定着させるか 

 

                                                   
23 エジプトではエンジニアのみならず、大学の学部卒業者に対して専門家の証書を持ち、プロとして活躍

するための協会、すなわちシンジケートがあらゆる専門方面で存在する。それらは例えば医師、弁護士、

教師、芸術家、科学者、建築家、薬剤師等多岐に渡る。それぞれのシンジケートはメンバーの年会費と技

術者の関与した事業からの技術者認定料のようなものより収入を得、その見返りとしてメンバーに身分保

障、住宅優先取得権利、医療保険、銀行のローン取得権利、年金等の福利厚生の便益を与える。シンジケ

ートの中では医師、エンジニアのシンジケートは特に収入源が安定しているため、便益が多いようである。

エジプト各地の工業地区（Industrial Area)にはシンジケートのメンバーでなくては居住できない地区があ

るなど、エンジニアにとってはシンジケートのメンバーになることは専門家としてのキャリアには不可欠

なものと考えられている。エンジニアシンジケートにも複数の立場があり、コンサルタントエンジニアと

しての立場を得るにはエンジニアとして 15 年以上経過し、10 以上のプロジェクトを実施したコンサルテ

ィング歴が求められる。 
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これらの検討事項は、今後 E-JUST が地域社会とのつながりを重要視しつつ、先進の研

究施設として他大学との差別化を図るために教育内容・教職員の質・施設運営等を検討

してゆくことに関連する。これらの実現のためには、関係者へのインセンティブ、評価

システムの確立、部署間の連携体制の在り方等の検討が必要と考えられる。 
 

１－１－２開発計画 

（１）開発計画 

エジプト国は 2012 年に「2022 年までの経済・社会開発計画に関する戦略枠組み」を公

表し、それにおいては目標の一つとして高い付加価値のある産業構造の構築を挙げてい

る。そのための人材育成戦略として： 
 高等教育における科学技術分野の重視 
 高度な製造業に従事する人材育成のための実践的手法の重視 

を提唱しており、特に理工系分野の高等教育の充実化と雇用に結びつく実践的教育手法

の導入を通じ、産業界のニーズに合った人材を育成することが求められている。2013 年

政変後の政府においても、教育及び科学・技術分野は引き続き重要分野として認識して

おり、諸外国の例と比較したうえで目標値を設定した。それにより 2014 年の新憲法では

2016/17 会計年度の予算までに教育予算を GNP 比 4％、大学教育予算を同 2%まで引き上

げて、国際水準の教育を提供することを政府に課している。また、科学研究に関する予

算も、同会計年度までに GNI 比（国の経済規模に対する割合）を 1%まで引き上げること

が規定された。これを踏まえて、2014 年に発足した新政府は 2015 年 3 月に発表した「持

続的開発戦略：エジプトビジョン 2030」において、2030 年までに同国大学 10 校を世界

のトップ 500 にランクインさせることや、同国の科学研究機関を世界のトップ 40 にラン

クインさせることなどを打ち出している。同戦略の具現化のために、今後さらに具体的

な計画が出されることが予想される。 

（２）高等教育の方向性 

2014 年 11 月、政府は 2015～30 年 高等教育戦略（Higher Education Strategy in Egypt 
(2015–2030)）を発表し、そこには 12 項目の解説を含めた。 

1. 地域開発に対する大学の役割に関する国の今後の期待 
2. 現在から将来のビジョンに移行するための道筋 
3. 高等教育発展のための国家戦略 
4. エジプト高等教育の状況 
5. 2030 年までの高等教育システムに関する総合計画 
6. 高等教育機関に関する法規制の開発への方向性  
7. 2015 から 2030 年に向けてのエジプトの高等教育戦略 
8. 2015 から 2030 年に向けてのエジプトの高等教育戦略の執行計画（Executive Plan）  
9. 執行計画プロジェクトの見通し 
10. 執行計画プロジェクトの概要  
11. 執行計画評価における目標数値 
12. 執行計画詳細の着手要件 
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  戦略計画では先ず、現在の高等教育が 1972 年に制定された大学組織法 49 条に謳われ

る地域貢献の重要さについて、それが十分に達成されていない現状があり、特にエジプ

ト国が目指すべき科学技術の研究と開発に必要な人材育成の課題について言及している。

そこでは技術教育への関心、実験施設や研究機材が不十分であることが課題であると指

摘されている。取り上げる指標は前述した世界経済フォーラムを引用し、国際競争力の

弱さが見られる分野、例えば高等教育の質、大学の産業界との協力体制について今後の

取り組み強化目指している。 
  このために教育設備と併せて高等教育の組織運営についても「近代化」を進めること

を目指しており、また人材育成のありかたについても高等教育にとどまらず中等教育の

開発が必要であり、そのために以下の４つの教育手法においてさらなる発展を目指して

いる。 
1. 知識の学び 
2. 職業のための学び 
3. 他者との共同の発展のための学び 
4. 自己開発と人格形成のための学び 

上述 1-1-1（４）に説明した 2002 年から始まった 2 フェーズを経て、管理体制、すなわ

ちリーダーシップ、ICT 設備、技術教育、質保証などの向上に向け、各機関と協力の上取

り組んできた。2030 年までの高等教育システムに関する総合計画に対しては、 

1. 地域の需要 
2. 機会の平等 
3. 長期の効果 
4. 質の向上 
5. 人材資源指標 
6. 知識経済指標 
7. 経済指標と労働市場の改善 
8. 地域・国際枠組み 

の 8 要素を中心にしている。法規制を通した高等教育開発に向けた環境改善に関して

は、大学が独自のアカウンタビリティと質保証、そして財政運営に取り組むため、人材

運営の柔軟性を可能にする仕組みづくり（例えば雇用・評価システムなど）も関わる。

これらの法規制を確立するのに必要なプロセスとして、学術コミュニティーがあらゆる

過程に関与することの重要さ、そして大学が競争と卓越性をもとに自立性を獲得するこ

と、学生権利と責任のバランスの明確化なども指摘し得る。 
今後、2030 年までに予想される学生数は 400,000 人であり、増え続けるエジプトの高

等教育需要に対応するための遠隔教育や E ラーニングなどを通した生涯学習の開発を 4
年かけて取り組むことが計画されている。技術方面では高等教育進学数の 30％が科学技

術方面（大学と技術学校を含む）に進むことを目指しており、今後 7 年の取り組みとな

る。科学技術と応用研究の発展を促すために関連のコース開設も目指し、今後 5 年を計

画している。産業界が必要とする技術労働効率性を上げることを目指す技術教育強化も 3
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年計画として取り組まれる。このような技術教育の発展を強化するため、メディアを用

いてアカデミックの高等教育と並べて技術教育や職業が重要であることを社会に認知す

るための取り組みもある。目標値としてはアカデミック方面の高等教育進学者を 15％減

らすことを目標に、4 年計画で取り組む、としている。その他、前述した大学内で R&D
を通した産業界との連携を支援するシステムとして、大学内で新規産業の企業の育成を

支援するインキュベーター設置を法的・財政的に支援する計画もある。目標として今後 6
年間で技術インキュベーターを 40 か所において開発することを目標にしている。 

 

１－１－３社会経済状況 

（１）人口と面積 

表 1-3 は、2015 年の北アフリカ諸国の人口を昇順に並べたものである。エジプトは、

北アフリカ諸国の中では、最も大きい人口規模である。 

面積は約 100 万平方キロメートルで日本の約 2.6 倍、北アフリカ諸国では、スーダン、

アルジェリア、リビアに次ぐ広さの国である。 

表 1-3 北アフリカ諸国の人口(2015 年)

リビア 6,278  

チュニジア 11,254  

モロッコ 34,378  

アルジェリア 39,667  

スーダン 40,235  

エジプト 91,508  

出典: World Population Prospects, 2015 Revision 

 

（２）GDP と 1 人当たり GDP 

表 1-4 は、北アフリカ上位 4 カ国（エジプト、リビア、モロッコ、アルジェリア）の

2006 年と 2015 年の GDP と 1 人当たり GDP を比較したものである。エジプトの GDP は、

2015 年推計で、3,117.3 億米ドル、1 人当たりの GDP が 3,407 米ドルである。GDP におい

てエジプトは最大規模であるが、1 人当たり GDP を見ると 4 カ国中 3 位となっている。 

表 1-4 北アフリカ上位 4 カ国の GDP と 1 人当たり GDP の比較(2006 年と 2015 年) 

出典: アフリカ開発銀行, African Statistical Yearbook 2016 

 

（３）GDP セクター割り当て 

図1-3にGDPにおける農業、工業、サービス業分野が占める割合の変化を示す。主要産

業は観光を中心とするサービス業であるが、工業分野の割合が増加している。農業分野

国名 エジプト リビア モロッコ アルジェリア 
年度 2006 2015 2006 2015 2006 2015 2006 2015 
GDP 
(10 億 USD) 107.58 311.73 54.64 33.82 65.62 110.41 118.70 173.39 

1 人当たり 
GDP (USD） 1,411 3,407 9,250 5,387 2,138 3,212 3,517 4,371 
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の割合は徐々に減少しており、1990年には19.3%であったが2015年には11.2%と半数近く

まで下げている。一方で工業分野は1990年には28.6%を占めていたが、緩やかにその割合

を増加させ、2000年には農業分野(16.7%)の約2倍となる33.1%を占めるようになり、2015
年には36.3%になった。サービス業は90年代から15年時点まで大きな変動無く約50%で推

移している。 

                    図 1-3 GDP セクター割当 1990–2015 (%) 
出典：World Development Indicators 2016 のデータから調査団作成 

 
（４）貿易 

エジプトの2015年の輸出額は200.5億ドル、輸入額は605.2億ドルとなっている。主要貿

易相手はEU（輸出：27%、輸入：29%）、アラブ地域（輸出：38%、輸入：11%）、非ア

ラブ地域のアジア圏（輸出：15%、輸入：28%）である。2015年の主要貿易相手国はサウ

ジアラビアであり、以下イタリア、米国となっている。アフリカ圏での貿易は活発では

なく、輸出は1%、輸入は5%ほどである。1990年から2014年までの輸出/輸入割合は輸出が

40～50％程度、輸入が50～60％程度で推移しており、輸入額が輸出額を上回っている(ア
フリカ開発銀行：World Development Indicators 2016)。 

 

１－２無償資金協力の背景・経緯及び概要 

（１）無償資金協力の背景・経緯 

エジプト国では、近年国立大学における授業料の無償化により学生数が増加しており、

これに伴い教員一人当たりの学生数も増加、教育の質の低下が深刻化している。エジプ

ト国内の大学における講義は全般的に座学による理論中心で、実践的、先端的な教育を

行う大学は限定的であり、研究面においても研究機材の不足等により、総じて大学の研

究能力は高くない。そのため理工系分野の優秀な学生は海外留学し、海外で就職するこ

とが多く、優秀な人材の頭脳流出は当該国の大きな課題となっている。 

エジプト政府は、「2022 年までの経済・社会開発計画に関する戦略的枠組」の中で、そ
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の目標の一つとして高付加価値な産業構造の構築を掲げており、そのための人材育成戦

略として、1）高等教育における科学技術分野の重視、2）高度な製造業に従事する人材

育成のための実践的手法の重視を挙げている。 

上記の高等教育セクターの課題に対応するため、2005 年にエジプト政府は、同国内の

既存大学とは異なる日本型工学教育の特徴を活かした「少人数、大学院・研究中心、実

践的かつ国際水準の教育提供」をコンセプトとした「エジプト日本科学技術大学

（E-JUST）」の設立支援を我が国に要請した。2009 年にエジプト政府及び我が国政府は「エ

ジプト・日本科学技術大学の設置に関する日本政府とエジプト・アラブ共和国政府との

間の協定（二国間協定）」を締結し、この中で両国政府が E-JUST の設置及び運営を行っ

ていくことに合意した。JICA は、技術協力プロジェクト「エジプト日本科学技術大学設

立プロジェクト」（2008 年～2014 年）を通じ、E-JUST の工学系大学院設立支援を行い、

同大学院は 2010 年に開設された。現在は技術協力プロジェクト「エジプト日本科学技術

大学プロジェクトフェーズ 2」（2014 年～2019 年）を通じ、工学系大学院の教育・研究能

力の向上、産業界との連携促進、大学院の運営改善等に、引き続き取り組んでいる。 

（２）無償資金協力の概要 

エジプト政府はE-JUSTの工学部学士課程開設を計画しており、2017年7月を目標に新キ

ャンパス建設事業を進めているが、学士課程の開設にあたり、実践的な教育を提供する

ために必要な工学系教育・研究用機材を有していないことから、我が国による機材整備

が要請された。 
本プロジェクトはエジプト国アレキサンドリア県ボルグ・エル・アラブ市に位置する

E-JUSTにおいて、新設される工学部8学科（電子通信工学科、コンピュータ情報工学科、

メカトロニクス工学科、産業・製造工学科、材料工学科、エネルギー資源工学科、化学・

石油化学工学科、電力工学科）に対し、高度な教育・研究用機材を整備することにより、

E-JUSTの教育・研究機関としての基盤強化を図り、もってエジプトと日本の産業界との

連携の強化を通じた輸出振興・産業育成による、持続的経済成長と雇用創出の実現に寄

与するものである。 

１－３我が国の援助動向 

表 1-5 に過去の我が国の、高等教育分野、産業人材育成分野における技術協力・無償資金協

力等の実績を示す。 

表 1-5 関連する我が国の技術協力・無償資金協力等の実績 

協力内容 実施年度 案件名 概 要 

無償資金協力 
2010 年度-
（実施中） 

太陽光を活用した

クリーンエネルギ

ー導入計画 

E-JUST 内において、太陽光発電関

連機材を整備するとともに技術者

育成支援 

技術協力 
プロジェクト 

2008-2014 年

度 

エジプト日本科学

技術大学）設立プロ

ジェクト 

日本型の工学教育の特長を活かし

た「少人数、大学院・研究中心、実

践的かつ国際水準の教育提供」をコ

ンセプトとする「日・エジプト科学
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出所:JICAホームページを基に調査団作成 

 
１－４他ドナーの援助動向 

表 1-6 に他のドナー国・国際機関の援助実績を示す。 

表 1-6 他のドナー国・国際機関の援助実績 

 
 上述の支援のほか、海外留学を通じた人材育成プログラムとして各種の奨学金や人材交

流プログラムが実施されている。例えば欧州連合の実施するERASMUS+（2014-2020）では

教育、職業訓練、青年育成、スポーツの分野で多国間交流や留学に資金援助している。USAID

技術大学（E-JUST）」を新設、及び

運営支援 

2014-2019 
年度 
（実施中） 

エジプト日本科学

技術大学プロジェ

クトフェーズ 2 

E-JUST の教育・研究機関としての

基盤強化、およびエジプトや日本の

産業界との連携の促進に向けた支

援 

専門家派遣 

2010-2013 
年度 

科学技術政策アド

バイザー 

エジプト政府の科学技術振興政策

の戦略策定・モニタリング・評価の

実施支援、及び E-JUST と高等教育

省との連携強化 

2014-2015 年

度 

エジプト高等教育

政策アドバイザー 

エジプト国高等教育制度・事業改善

に向けた提言、及び E-JUST と高等

教育省の連携強化 

実施年度 機関名 案件名 援助 
形態 概要 

2006 年～ 世界銀行 高等教育戦略計画
（Strategic Planning）開
発のための技術援助 

無償 高等教育戦略計画（Strategic 
Planning）開発のための技術
支援 

2007 年～ UNESCO 高等教育専門家介入に
よる科学技術イノベー
ション政策開発の支援 

無償 高等教育専門家介入による
科学技術イノベーション政
策開発の支援 

2009 年～ OECD 高等教育開発への技術
援助 

無償 高等教育開発への技術支援 

2012 年～ 中国 China-Egyptian Research 
Center 設置 

無償 中国 3 大学と中国教育省がヘ
ルワン大学と協力し
China-Egyptian Research 
Center を設置 

2013 年～ 米国 USAID による高等教育
開発支援 

無償 USAID による高等教育開発
への資金援助 

2014 年～ 韓国 KOICA による財政支
援 

無償 KOICA による財政支援 
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は教育と開発におけるリーダーシップ（LEAD）奨学金プログラム（2007-2016）や社会的

経済的にハンデを持つと考えられる女性に科学技術、もしくはビジネス（MBA）方面で米

国にて学位を取得するための米国大学留学奨学金プログラムの提供（2014-2019）などに取

り組んでいる。 
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第２章 プロジェクトを取り巻く状況 

２－１プロジェクトの実施体制 

２－１－１組織・人員 

 本プロジェクトの実施機関である E-JUST の組織図を図 2-1 に示す。 
E-JUST の職員数は、工学部開設に伴い運営体制は現在の約 100 名から、2017 年には合

計 245 名（教員 74 名、その他職員 171 名）のスタッフによる運営体制となる計画である。 
機材の運営・維持管理については、E-JUST 技術部および工学部各学科のエンジニアま

たは技師が担当する計画である。E-JUST は各学科に 2 名程度のエンジニアまたは技師を

配置する計画としており、現在、技術協力プロジェクト「エジプト日本科学技術大学プ

ロジェクトフェーズ 2」の支援を受けつつ、組織体制構築および要員の育成、及び雇用を

進めている。現地メーカーや代理店と主要機材のメンテナンス契約についても実施する

方向で検討中である。 

 
      図 2-1  E-JUST 組織図 

 
本プロジェクト実施期間中は、同時に技術協力プロジェクト「エジプト日本科学技術

大学プロジェクトフェーズ 2」も平行して実施中であることから、技術協力プロジェクト

と連携して運営・維持管理体制の構築支援を行うことが効果的である。 
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２－１－２財政・予算 

本プロジェクトの実施機関となるE-JUSTの年間予算の推移は下表2-1の通りである。

2012/13年から2014/15年の3年間の年間予算の平均額は約22,286.40千エジプトポンド（約

272,116千円）24である。国立大学では予算の大部分を政府からの交付金で賄っている。 

表 2-1 E-JUST の年間予算の推移 （単位：エジプトポンド） 

出典：E-JUST 財務部提供資料 (予算執行期間は、7 月 1 日から 6 月 30 日まで) 

E-JUST は経常予算枠とは別枠で新キャンパス整備用の予算割当を政府から交付されて

いる。費目は土地、校舎、居住施設、機材等に分かれており、マスタープラン第 1 期の

整備が完了する 2017 年頃まで優先的に交付される予定である。この予算は本プロジェク

ト対象の工学部だけではなく、他の学部も含めた全学を対象とするものである。2012/13
年度から 2014/15 年度の詳細は下表 2-2 の通り。 

表 2-2 E-JUST の新キャンパス整備予算の推移（単位：エジプトポンド）25 
項目 2012/13 2013/14 2014/15 

土地 31,000,000 22,500,000 0 

校舎（非居住施設） 29,000,000 26,000,000 59,000,000 

居住施設 6,000,000 20,000,000 16,000,000 

機材 1,000,000 10,000,000 9,000,000 
輸送 2,000,000 5,000,000 1,000,000 

                                                   
24 1 エジプトポンド=12.21 円として計上。積算時点 2016 年 8 月（Central Bank of Egypt/三菱東京 UFJ

銀行為替相場参照） 

25 E-JUST 年次発行の理事会提出資料（第 10 回、第 11 回、第 12 回）より引用。政府予算の状況により

承認額が最終的に決定される。 

予算品目 2012/13 2013/14 2014/15 

教員給与 9,307,421 9,566,278 13,293,353 

スタッフ給与 4,087,872 6,187,539 7,069,456 

旅費・日当・宿泊 1,027,075 522,140 615,786 

研修費 1,895 2,000 348,025 

水道光熱費等 789,298 959,185 1,149,795 

車両保守管理費用 731,944 1,069,191 364,631 

メンテナンス費用 179,908 90,032 524,904 

交際費 380,022 496,605 787,627 

教育研究費 1,788,784 1,242,151 1,727,493 

アドバイザー費用 20,000 20,000 22,030 

備品・消耗品費 164,689 65,978 477,952 

ライセンス更新料 182,917 350,574 1,082,900 

その他 111,851 34,970 14,940 

合計 18,773,676 20,606,643 27,478,892 
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家具・設置 1,000,000 4,000,000 5,000,000 

合計 70,000,000 87,500,000 90,000,000 
 

２－１－３技術水準 

本プロジェクトで整備される機材の維持管理については、E-JUST 技術部が担当する計画

である。技術部には 5 名の専任技術者がおり、その他に 6 名のラボエンジニアが配置され

ている。これらの技術者等の技術水準に関しては、一般的な機材故障に対する対応は可能

なレベルである。但し、専門的な知識が必要な故障の場合は、メーカーまたはエジプト国

内の代理店からの技術者派遣が必要となる。整備機材の納入時には、全ての機材に対し初

期操作指導および運用指導を実施する計画である。また現在実施中の技術協力プロジェク

トの活動で、機材のメンテナンス専門家による技術指導を導入しており、維持管理技術の

向上が期待できる。 

２－１－４既存機材・施設 

（１）E-JUST 施設の現状 

１）対象サイトおよび既存施設類の位置 
対象サイトは、アレキサンドリア市内より約 45 キロ南西、地中海より約 7 キロのア

レキサンドリア県ボルグ・エル・アラブ市に位置している。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-2 対象サイト図 

２）既存施設 1(仮キャンパス) 
既存施設である仮キャンパスは、対象サイトの新キャンパスの建設用地から約 2km

北東に位置している。大学のドミトリー用に建設された 5 階建て 14 棟の施設を、大学

院用に 2 棟は事務、実験室、講義、4 棟は研究用、7 棟は教員・学生用宿舎、1 棟はレ

ストラン等のサービス用として現在使用している(敷地面積約 19,000m2)。 
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３)既存施設 2(研究実験室) 
新キャンパスの敷地内には、研究実験棟がサイトの南西境界近くにあり、電気、水

道のインフラは整備されている。建築延べ床面積は、約 2,150m2、奥行き 109mx 間口

19.7m の長方形な平屋建てである。電力は、西のサイト内に変電室が設置されており変

圧器によって低圧電力(3 相 380-220V 50Hz)に変圧される。 

４)既存施設のインフラ設備/安全設備 
現在、仮キャンパスの建物の研究用実験室では、実験用ガスはボンベから機材へ供

給している。廃液等はタンクに収集し、業者が回収する方式である。安全設備は、自

動火災報知器、消火器等を設置している。電力は、変圧器盤より低圧電力(3 相 4 線 
380-220V 50Hz)で供給されている。 

（２）学部校舎建設サイトの現状 

新キャンパス建設用地は約 1,000 m x 800 m(約 840,000m2)である。周囲には建物がなく

建設に支障となる居住者等もいない。現在は外柵工事が終了し、現在インフラ工事の一

部として各棟を地下でつなぐトンネル工事が始まっている。新キャンパス周辺には、教

育施設エリアとして図書館、アレキサンドリア大学、アレキサンドリア大学医学部、行

政施設などの建設が計画されている。 

（３）E-JUST 既存機材の現状 

大学のドミトリー用に建設された 5 階建ての建物を現在、仮キャンパスとして使用し

ている。元来実験室としてデザインされた建物ではないため、機材設置スペースも十分

ではなく、使い勝手は良くない。現在、研究分野毎に実験室を分けて配置している。本

プロジェクトにおいては既存機材の運用状況も踏まえた上で、新キャンパスの実験室が、

より適切な設備設計となるよう留意する。 

 

２－２プロジェクトサイト及び周辺の状況 

２－２－１先方の学部教育用の施設計画の概要 

（１）現在の進捗状況 

E-JUST 新キャンパスはイソザキ・アオキ アンド アソシエイツ（以下、「IAA」という。）

が設計業務を行った。現在、4 期に分かれる工期のうちの第 1 期について建設工事を実施

中である。 
a) 基本設計での建築概要は、以下のとおりである。  
・ 施設計画の建築基準及び工業規格： 
 Egyptian Code 

 米国規格協会 ANSI (American National Standards Institute) 
 米国水道協会 AWWA(American Water Works Association) 
 米国防火協会 NFPA（National Fire Protection Association） 
 米国防火協会 NEC（British Standards） 
 英国規格 BS（National Fire Protection Association） 
 国際標準化機構 ISO（International Organization for Standardization） 
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 欧州規格 EN（European Norm） 
  アメリカ暖房冷凍空調学会 ASHRAE（American Society of Heating, Refrigerating and 

Air-Conditioning Engineers） 
・敷地面積： 約 840,000 ㎡ 
・施設計画面積： 63,036 ㎡ 
 
・構造：鉄筋コンクリート造 (一部鉄骨造) 
 コンクリート 圧縮強度 Fcu=20N/mm 
 鉄骨 引張強度 Fy=400Mpa 
 風荷重 基準風速 Vo=36m/s として算定 
 地震 第 2 ゾーン : 加速度 = 0.125g として算定 
 積載荷重(床用) 階段・エレベーター、ロビー : 4.0KN/m2 
      機械室: 10.0KN/m2、倉庫 : 6.0KN/m2、事務室 : 2.5KN/m2、 
      電気化学室 : 5.0KN/m2 
 
・階数：F.O.E 棟 (教育棟) A, B, C, D ブロック 地下 1 階、地上 3 階建て 
 C.O.E 棟 地下 1 階、地上 4 階建て 
 リサーチサポートセンター棟 地下 1 階、地上 4 階建て 
 大学管理棟 地下 1 階、地上 6 階建て 
 コミュニティーセンター棟 地下 1 階、地上 4 階建て 
 学生サービス・大学センター棟 地上 2 階建て 
 学生寮棟 地上 4 階建て 
 
・給排水設備：水道本管より引込、ポンプ圧送 (飲料水用は水処理) 
 給湯設備 電気温水器による個別局所給湯方式 
 排水設備 汚水排水処理設備 (雨水、雑排水放流) 
・空調設備：セントラル空調(実験室、講義室等)および個別空調(事務室等) 
・電気設備：電力引込設備 ループ受電方式 電源仕様 22KV、3 相、リングメイン

ユニット併設 
 変電設備 変圧器 1000 もしくは 1600kVA、22/0.4kV、50Hz、乾式 
 自家発電設備 発電機 
 非常用電源設備 非常用照明、通信システム、無停電電源装置(UPS) 
 動力設備 
 コンセント設備 
 照明設備 LED 灯 
・弱電設備：自動火災報知設備、IP 型情報通信システム、セキュリティーシステム、

照明 
・消火設備：屋内消火栓、スプリンクラー、二酸化炭素消火設備、自動火災報知器 
・ガス設備：実験室や厨房等必要な場合 
・設備管理システム：ビルマネジメントシステム 

http://www.weblio.jp/content/European+Norm
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施設ごとの構成、床面積を以下に示す。各機材整備対象の諸室は、教育 (F.O.E)の A, B, 
C, D の 4 ブロックと一部 C.O.E 棟要確認の 5 つの施設から構成されている。各施設/棟の

計画コンポーネントからの床面積および主要諸室構成を下表に示す。 

表 2-3 各棟別計画の床面積 

施設/棟名 

ブ

ロ

ッ

ク 

階数 計画名称/室名 
床面積

（m2） 
小計 

Ⅰ-F.O.E 

A 

地下 階段、EV、廊下 54 

7,506 

28,361 

1 階 
CSE, ECE, EPE、講義室、教員

室等 
3,659 

2 階 
CSE, ECE, EPE、教室、小図書

室等 
3,159 

3 階 職員室、会議室、機械室等 635 

B 

地下 階段、EV、廊下 54 

6,329 
1 階 

MSE, MTR, IME、講義室、教

員室等 
3,160 

2 階 
MSE, MTR, IME、教室、小図

書室等 
2,344 

3 階 職員室、会議室、機械室等 772 

C 

地下 階段、EV、廊下 54 

7,272 
1 階 

CPE, ERE、ENV、EPE、講義

室、教員室等 
3,627 

2 階 
CPE, ERE、、ENV、EPE、教室、

小図書室等 
3,083 

3 階 職員室、会議室、機械室等 509 

D 

地下 階段、EV、廊下 54 

7,254 

1 階 
IME、分析センター、マイク

ロスコープセンター、基礎科

学室、講義室、教員室等 
3,695 

2 階 

IME、マニファクチァーセン

ター、分析センター、マイク

ロスコープセンター、基礎科

学室、小図書室、教室等 

2,997 

3 階 職員室、会議室、機械室等 509 

Ⅱ-C.O.E 

地下 
駐車場、トラックヤード、EV、

倉庫 
389 

13,753.5 
1 階 

メカニカルワークショップ

室、基礎科学室、基礎エンジ

ニアリング室、ものつくりセ

ンター、コンピュータープロ

グラム室、事務室、機械室等 

4,864.5 
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注 表内の下線部分に本計画機材は配置される 

上記の機材計画対象の教育 (F.O.E)施設と C.O.E 施設の他に、1 期の計画では、リサー

チサポートセンター、大学管理、コミュニティーセンター(図書館)、学生サービス・大

学センターおよび学生寮の建設が予定されている。 

b) 教育 (F.O.E)ブロックの施設の特徴 
b-1) 実験室配置の連続性 : 1 階、2 階の上下間相互に連続した実験室ユニット 
b-2) 伝統的エコ設備 : 可能な限り自然光、自然換気の利用、中庭の整備、および 
b-3) 各学部施設の外部交流スペース: 各 4 学部ブロックに近接した講堂を配置し交

流の場とする。 
 
室内仕上げ 

床 1 階 エポキシ樹脂、2 階 タイルカーペット 
外壁 コンクリートブロック積み、モルタルの上、塗装仕上げ 
内壁 石膏ボードの上、塗装仕上げ 
天井 モルタルの上、塗装仕上げ 
建具 アルミサッシ 

 
ラボ室のタイプは、全 4 タイプである。 

・タイプ 1 居室寸法 : W9m x L24m x H7.4m、床置き機材 : 重量機材 

 

 

 

 

 

 

 

2 階 

ユニバーサルウェット実験

室、基礎科学室、電子回路室、

ドローイングスタジオ、講師

室、会議室、機械室等 

2,980 

3 階 
MEMS、ユニバーサルドライ

実験室、図書室、講義室、カ

フェテリア、機械室等 
2,936.5 

4 階 
ナノ実験室、ユニバーサルド

ライ実験室、教員室、会議室

等 
2,585.5 

延面積  42,114.5 
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・タイプ 2、3 居室寸法 : W9m x L24m x H3.5m、床置き機材 : 重量機材(タイプ 2)、 

非重量機材(タイプ 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

・タイプ 4 居室寸法 : W9m x L6,12m x H3.5m、床置き機材 : 重量機材 

 

 

 

 

 

 

 

注) 上記の図中の青い箱は、高さのある機材を示す 

c) C.O.E ブロックの施設の特徴 
2 つの筒状のボリュームが突き出したシンメトリーな外観である。中央の吹抜けを境に

左右のラボ室は、ドライ実験室とウェット実験室に対応した研究整備構成である。1 階に

は、8 つの実験室(4 室(床面積 450m2)と 4 室(床面積 360m2))、2 階には 5 室の実験室(1 室(床
面積 450m2)と 4 室(床面積 360m2))、3 階と 4 階の各階には、実験室(4 室(床面積 360m2))
が計画されている。 

 

（２）本プロジェクト整備機材と建築工事側との取り合い調整 

建築工事は、エジプト政府が国軍に発注して実施中である。本プロジェクトとの連携

に関しては E-JUST を通じて適宜、調整を行うこととなる。実験施設と本プロジェクトで

整備する機材が適切にマッチングすることが必須であることから、今後の摺合せ作業に

ついては密接に連絡を取り合いながら協議を進める。 
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２－２－２自然条件 

（１）地形条件、敷地周辺環境 

対象サイトは平坦な更地である。E-JUST により確保されている建設用地は、約 1,000 m 
x800 m (約 840,000m2)である。周囲は建物などの建造物はまったくない状況である。新キ

ャンパスの敷地内には、研究実験棟が南側に唯一建っている。現在、建設予定地を囲む

柵を建設中である。 

（２）地質・地盤条件 

エジプト側が実施した、本プロジェクトサイトの地盤調査の報告書では、1.5m の基礎

深さ、支持耐力 150kPa 以上を許容支持力としている。土質は、0.5m から 1.5m に盛り土

の下部の深さ 1m から 20.0m に粘性土の地層、砂、砂岩が 18.5m 程度の深度に積層してい

る。 

（３）気象条件 

平均気温は、7 月から 9 月まで 25 度を超えるが、1、2 月の最低平均気温は 13 度程度

である。降水量は、11 月から 3 月頃まで雨が多く特に 12 月から 1 月にかけての降水量は

50mm 程度/月に達する。9 月から 5 月ごろまで砂まじりの風が吹き、特に 4 月から 5 月に

かけて砂嵐(ハムシーン)が多く発生する。 

２－２－３環境社会配慮 

本プロジェクトサイトは E-JUST の敷地内であり、エジプト政府により現在建設工事が

進められており、問題はない。従って「国際協力機構環境社会配慮ガイドライン」（2010
年 4 月公布）上、環境への望ましくない影響は最小限であると判断されるカテゴリーC に

分類される。 

２－３その他（グローバルイシュー等） 

特になし。 
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第３章 プロジェクトの内容 

３－１プロジェクトの概要 

エジプト国内の大学における講義は全般的に座学による理論中心で、実践的、先端的な

教育を行う大学は限定的であり、研究面においても研究機材の不足等により、総じて大学

の研究能力は高くない。そのため理工系分野の優秀な学生は海外留学し、海外で就職する

ことが多く、優秀な人材の頭脳流出は当該国の大きな課題となっている。 

2009 年にエジプト政府及び我が国政府は「エジプト・日本科学技術大学の設置に関する

日本政府とエジプト・アラブ共和国政府との間の協定（二国間協定）」を締結し、JICAは、

技術協力プロジェクト「エジプト日本科学技術大学設立プロジェクト」を通じ、E-JUSTの
工学系大学院設立支援を行い、同大学院は 2010 年に開設された。 

現在、E-JUSTは工学部学士課程開設を計画しており、2017年7月を目標に新キャンパス建

設事業を進めている。エジプト政府は2014年8月、無償資金協力による工学部教育・研究用

機材の整備を日本政府に要請。2015年9月からJICAは協力準備調査を実施した。2016年3月、

日本政府は「エジプト日本科学技術大学教育・研究機材調達計画」（第一次計画）の実施

を決定した。同計画では、先方からの要請のうち、主に工学部第1、2学年用の教育・研究

用機材の整備を行うこととなる。本第二次計画は、工学部開設後のスケジュールに合わせ、

工学部3、4学年用の教育・研究用機材を追加的に整備するための協力準備調査として、第

一次計画から引き続き、実施するものである。 

第二次計画は、第一次と同様に、エジプト国アレキサンドリア県ボルグ・エル・アラブ

市に位置するE-JUSTにおいて、新設される工学部8学科（電子通信工学科、コンピュータ情

報工学科、メカトロニクス工学科、産業・製造工学科、材料工学科、エネルギー資源工学

科、化学・石油化学工学科、電力工学科）に対し、高度な教育・研究用機材を整備するこ

とにより、E-JUSTの教育・研究機関としての基盤強化を図り、もってエジプトと日本の産

業界との連携の強化を通じた輸出振興・産業育成による、持続的経済成長と雇用創出の実

現に寄与するものである。 
 
３－２協力対象事業の概略設計 

３－２－１設計方針 

３－２－１－１基本方針 

エジプト政府は 2017 年 7 月を目標にボルグ・エル・アラブ市内に E-JUST の新校舎を建

設予定であり、上記時期に併せて工学部学士課程の開設を計画しており、現在開設に向け

ての準備が進められている。本プロジェクトは上述の E-JUST の工学系 8 学科の学部教育に

必要な基礎科学系（物理・化学等）を含む教育・研究用機材を整備するものであり、整備

機材は全て上記エジプト側で建設する新校舎に設置される。 

エジプト国政府の要請内容と現地調査および協議の結果を踏まえて以下の方針に基づき

計画する。 
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 （１）機材計画 

本無償資金協力における整備機材は、エジプト国政府の要請内容と現地調査および協

議の結果を踏まえて以下の方針に基づき計画する。 

１）機材選定に際しては、以下優先順に、①3年、4年時に履修する応用工学の授業に必

要な機材、②学科毎の共通実験室に設置される機材を計画に含むこととし、実際の活

用計画に基づき、使用頻度等も勘案の上、機材選定を行う。 

２）安全設備として本プロジェクトに含むことが必要かつ妥当な機材を選定する。 

 

（２）新設施設への機材配置にかかる検討 

１）重量のある大型機材は 1 階に配置することが望ましく、必要に応じ独立したコンク

リート基礎を設置する。2 階以上の実験室には卓上設置程度の重量の機材を設置する。 

２）施設側で部屋全体の機械換気を必要とする機材を特定し、必要に応じて E-JUST 側と

事前に調整を行う。 

３）分析機器用ガス供給や実験排水の安全設備設置に関する施設と機材間の調整につい

ては E-JUST 側との協議結果に基づき、施設設備に確実に反映されるよう留意する。 

４）精密計測機器を設置する実験室と振動やノイズを発生するワークショップ/実験室等

の配置計画については、可能な限り隣接を避ける等、干渉しないような配慮を E-JUST
側に求め、適宜調整を行う。 

５）クリーンルームを必要とする機材を計画する場合、室温・湿度・換気管理などの 24
時間空調設備が必要となるため、運営面（予算・人員体制）にも留意する。 

 
３－２－１－２自然環境条件に対する方針 

（１）温度・日射対策 

平均気温は、7 月から 9 月まで 25 度を超えるため、精密機器などを設置する実験室に

ついては空調機の整備を行うこと、また直射日光の当たる窓際への配置を避けた機材レ

イアウトを検討するなど、エジプト側で建設を行う新キャンパスの施設設計には十分留

意し、機材設置計画との整合性を図る方針とする。 

（２）防砂対策 

9 月から 5 月ごろまで砂まじりの風が吹き、特に 4 月から 5 月にかけて砂嵐（ハムシー

ン）が多く発生するため、本プロジェクトの整備機材が設置される建物においては、砂

塵を考慮して密閉性の高い建具を使用するとともに、樹木を敷地境界の周りに巡らし風

や砂を防ぐ計画とする。 

３－２－１－３社会経済条件に対する方針 

工学部卒業生はエジプト社会ではとくに実践力のあるエンジニアとして広く活躍する
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ことが期待されている。具体的には、卒業生が就職先の企業において、産業界の課題を

研究的視点で分析し、会社や工場に提示することができる－あるいは機材の知識と経験

を生かし、大学と連携して、先端の機材を用いた研究開発を行う等が考えられる。本プ

ロジェクトの計画機材は、そういったエジプトの産業界の人材ニーズの傾向、とくに

E-JUST が立地するアレキサンドリア地域の振興につながる産業分野の人材ニーズを十分

に考慮した内容とすることが望ましい。 

３－２－１－４調達事情若しくは業界の特殊事情／商習慣に対する方針 

本プロジェクトの計画機材は学部教育用の実習機材であり、多くの機材は日本のメー

カーで製造されている。しかし例えば電気通信工学分野のモジュールタイプの実習機材

など、日本メーカー製品がなく、欧米メーカー製品を想定せざるを得ないものもある。

また北部アフリカという地理的条件から、欧州メーカー製品を取り扱う代理店の方が、

日本製品を取り扱う代理店よりも多いということもあり、精密機材などトラブル発生時

の現地代理店対応が必須な機材の場合、現地代理店を持つメーカーのみを想定せざるを

得ない。消耗品の入手が必須な機材についても同様である。また PC は現地調達となる。

従って調達国については、機材毎に最適な調達先を検討することとし、第三国調達も含

めて検討を行う。 

３－２－１－５現地業者（エンジニア、コンサルタント）の活用に係る方針 

エジプトで機材を取り扱う現地代理店には、簡易な機材の設置およびトレーニングを

行う技術を有するエンジニアはいるが、精密機材、高度な技術レベルを必要とする機材

の据付工事、トレーニングを実施できるエンジニアは非常に少ない。従って本プロジェ

クトで調達する機材の中でとくに高度な技術レベルを必要とする機材の据付工事および

トレーニングは、メーカーのエンジニアを本国あるいは周辺国から派遣することが想定

される。 

３－２－１－６運営・維持管理に対する対応方針 

機材の運営・維持管理については、E-JUST の技術部が中心となって実施することとな

る。現在、日本の技術協力プロジェクトで運営・維持管理体制の構築にかかる支援を行

っており、本プロジェクトで整備される機材の維持管理については、E-JUST の技術部の

エンジニアが主体的に行うこととなる。整備機材の納入時には、全ての機材に対し通常

の初期操作指導を実施し、とくに精密機材あるいは高度な操作やメンテナンスが必要な

機材については、通常の初期操作指導に加え、運用指導を実施する計画とし、整備機材

引渡し後の確実かつ有効な活用を促進する方針とする。 

３－２－１－７機材のグレード設定に係る方針 

機材グレードについては、E-JUST の学士課程のカリキュラム内容と整合した技術レベ

ルとする。また機材選定においては、教員の技術レベルにも十分留意し、効果的に活用

されるグレードの機材を選定する方針とする。E-JUST は日本の大学教育方式を取り入れ、

エジプトの他大学との差別化を、特色のあるラボや専攻分野の設定等により打ち出して

いく計画であり、またアレキサンドリア地域の産業分野においてニーズの高い人材育成
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にも力点を置く計画である。従って、これらの教育内容に合致したカリキュラムを実施

するために必要な機材グレードを確保する方針とする。 

３－２－１－８調達方法、工期に係る方針 

（１）調達方法 

3-2-1-4 に記載した通り、本プロジェクトで整備する機材の調達国の設定においては、

日本調達、現地調達、第三国調達を機材毎に想定した計画とする。                                                     

 

（２）工期 

整備機材の調達計画および工期の策定に関しては、学士課程 3 年目が 2019 年 9 月に開

始となることから、2019 年 7 月までに全ての機材の納入が完了する工程で計画を行う方

針とする。また競争性確保の観点から、ロット分けを実施する方針とする。 

３－２－２基本計画（機材計画） 

（１）機材計画内容の検討 

現地協議においては以下の項目について品目毎に確認を行った。 

            表 3-1 機材協議における主な確認事項 

（２）機材選定基準の検討 

本計画に含める機材計画内容の検討に当たっては、上記機材選定の方針に従いつつ、

下記の機材選定基準により、絞り込みを行った。 

表3-2 機材選定基準 

                                                   
26 それぞれの実験室に常駐し、器具を管理および実験の指導や補助をする技術者。 

27 実験や通常のクラスにおいて指導教官である教授の補助として学生を指導する。 

項  目 確 認 事 項 

用途 4 年制学士課程カリキュラムに対応した教育・研究機材で

あるかどうか。 

使用目的・方法等 
学士課程のコース番号、対応科目、時間割、実験手引書、

実習における機材の使用方法（演示用・実習用）など 

数量設定の根拠 学生数、実習グループ数、その他(演示用など) 

要請機材の設置場所 新設建物内のラボ名称、ラボ内のレイアウト計画 

ユーティリティ関連 電源供給（単相・三相）、給排水、ガス供給等、床強度、

排熱、換気など 

運営体制 ラボエンジニア26数、ティーチングアシスタント27数 

維持管理予算 E-JUST の予算措置計画 

授業年次 学部共通の教育機材、あるいは専攻別の教育機材であるか

どうか。 

 

① 工学部学士課程カリキュラム、各学科の教育・研究内容、実習方法と整合する機材

（特に第 3、第 4学年向け） 
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（３）機材数量の検討 

機材数量については、学士課程用教育・研究機材は学生数、実習グループ数及びグル

ープ毎の実習科目シフトにより適切な数量を計画する。また複数の学年で使用する実習

機材についても、実験室数が 1 室であれば、時間割により学年間で調整を行うことを前

提とする。大型機材に関しては、実験室内の配置計画も勘案して数量設定を行った。 

（４）機材グレードの検討 

実習機材については、カリキュラムで必要な実習が実施できるレベルの機材を計画す

る。また日常的に消耗品が必要、また定期的な点検・校正が必要な機材については、エ

ジプト国または近隣国の代理店の有無、消耗品の調達経路について十分に調査の上、調

達機材が適切に活用されるよう計画を行った。 

（５）電源変動への対応 

E-JUST 内の電圧変動は±10%程度であることが確認されており、一般的な実習機材の

使用においては問題ない。但し、瞬間的な停電が故障の原因となる可能性のある一部の

精密機材に関しては、個別に安定化電源装置あるいは無停電電源装置を付ける。 

（６）機材設置にかかる検討 

前述のように現在 E-JUST は 2017 年 9 月の工学部学士課程開設に向けて新キャンパス

建設のための詳細設計を IAA に委託して行った。本プロジェクトの整備機材は全て新キ

ャンパスの実験室に設置されるため、施設の詳細設計内容に本プロジェクト整備機材に

関するユーティリティ情報が確実に反映される必要がある。このため本調査においては

詳細設計を担当している IAA と適宜打合せを行い、設計工程を把握するとともに、その

内容についても開示を依頼し、適切なタイミングでの機材情報の提供を実施した。  

また、E-JUST、IAA、コンサルタントとの三者合意により、実験室データシート

(Laboratroy Room Data Sheet-LRDS)を作成し、それを機材設置、安全管理に資する設備設

計に反映させることとした。LRDS には電気、空調、給排水などの一般設備情報、機材

に必要なユーティリティ情報、実験室ごとに要求される安全設備情報等が網羅されてお

り、さらに当該実験室の平面図、設備図、構造図が添付されることにより、必要な情報

が一覧できるような構成とした。 

② 安全設備として本事業に含むことが必要かつ妥当な機材 

③ 実施機関が独自で調達可能な機材は優先順位を下げる 

④ 現地で調達可能なスペアパーツや消耗品は対象外とする 

⑤ エジプトで調達不可能なスペアパーツや消耗品が必要な機材は対象外とする 

⑥ 一般的な家具や事務用品は対象外とする 

⑦ 現地水準で教育活動が難しい機材は対象外とする 

⑧ 現地の維持管理技術水準を超えた機材は対象外とする 

⑨ 銘柄指定となる機材は対象外とする 
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  具体的な計画機材内容は下記の通り。 

            表 3-3 計画機材リスト  

機材番号 機材名 数量 Lot 

1 プラスチック用 3D プリンタ 1 2 
2 インタラクティブホワイトボードシステム 1 1 
3 金属 3D プリンタ 1 2 
4 グラフィックタッチスクリーン 1 1 
5 グラフィックワークステーション 1 1 
6 高解像度プロジェクター 2 1 
7 動作解析実験セット 1 2 
8 高解像度プロジェクター 1 1 
9 携帯型オシロスコープ 2 1 

10 教育用ロボットキット 1 1 
11 デジタルマルチメータ 25 1 
12 電子工作用工具 1 1 
13 バンドソー 1 1 
14 卓上フライス盤 1 1 
15 卓上ボール盤 1 1 
16 電子実験セット A 1 1 
17 3D プリンタ 1 1 
18 デジタル・フォスファ・オシロスコープ 5 1 
19 任意波形ファンクションジェネレーター 5 1 
20 デジタルマルチメータ 20 1 
21 電子実験セット B 1 1 
22 電子実験セット C 1 1 
23 電子実験セット D 1 1 
24 電子実験セット E 1 1 
25 拡張空間実験セット 5 1 
26 遠隔操作式無人航空機 1 1 
27 直流トランスポートシステムワークステーション 3 1 
28 交流トランスポートシステムワークステーション 2 1 
29 振動装置 1 1 
30 旋回シャフト装置 1 1 
31 静的・動的釣合機 1 1 
32 機械診断システム 1 1 
33 コンピューター化振動アナライザー 1 1 
34 セーフティーコントローラー A 1 1 
35 セーフティーコントローラー B 1 1 
36 3 軸直交ロボット 1 1 
37 ボール&プレート実験装置 1 1 
38 組み込み開発キット 8 1 
39 ゼ―ベック係数・電気伝導率測定装置 1 1 
40 卓上型 OES 金属分析器 1 1 
41 超音波探傷器 1 1 
42 正立顕微鏡 1 1 
43 実体顕微鏡 1 1 
44 機械式研磨機 1 1 
45 マイクロビッカース硬度計 1 1 
46 膨張計 1 1 
47 万能研削盤 1 1 
48 ワイヤレスセンサーネットワーク開発キット 6 1 
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機材番号 機材名 数量 Lot 
49 ソフトウェア無線開発実験キット 6 1 
50 シングルボードプロセッサー 12 1 
51 DSP スターターキット A 12 1 
52 DSP スターターキット B 12 1 
53 デジタルストレージオシロスコープ 6 1 
54 ファイバーオプティクス教育キット 1 1 
55 組み込みビジョンスタータキット 8 1 
56 デジタル回路開発プラットフォーム 8 1 
57 ワンボードマイコン 4 1 
58 組み込み開発キット 4 1 
59 高電圧実験装置 1 1 
60 プリンター 5 1 
61 プロジェクター 20 1 
62 拡張現実システム 5 1 
63 デジタルセンサーカメラ 2 1 
64 赤外線サーモグラフィカメラ 2 1 
65 グラフィックワークステーション 2 1 
66 物理学習キット A 10 1 
67 物理学習キット B 10 1 
68 物理学習キット C 10 1 
69 物理学習キット D 10 1 
70 物理学習キット E 10 1 
71 物理学習キット F 10 1 
72 ハイパフォーマンスコンピューティング 1 1 
73 紫外可視分光光度計 1 1 
74 フーリエ変換分光光度計 1 1 
75 原子吸光光度計 2 1 
76 オーブン炉 3 1 
77 電気炉 2 1 
78 熱-重量分析装置 1 1 
79 電子天秤 6 1 
80 分析天秤 2 1 
81 卓上型水素イオン濃度測定器 10 1 
82 加熱型磁力攪拌装置 5 1 
83 循環水槽 5 1 
84 振とう水槽 5 1 
85 流動砂槽 2 1 
86 振とう恒温槽 5 1 
87 高速遠心分離機 5 1 
88 ロータリーエバポレーター 5 1 
89 スクラバ付ドラフトチャンバー 5 1 
90 風力発電用エネルギー変換装置 1 1 
91 風力発電プラント 1 1 
92 粒子画像流速計・マイクロ粒子画像流速計システム 1 1 
93 ポテンショスタット・ガルバノスタット 1 1 
94 多機能データ収集 1 1 
95 高速シリコンディープエッチング装置 1 2 
96 クリーンルーム用ドラフトチャンバー 5 1 
97 紫外可視分光光度計 1 1 
98 固相抽出装置 1 1 
99 高速液体クロマトグラフィ 1 1 

100 ガスクロマトグラフィ 1 1 
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機材番号 機材名 数量 Lot 

101 全有機体炭素計 1 1 
102 固体サンプル用前処理システム付滴定装置 1 1 
103 有機元素分析装置 1 1 
104 生物化学的酸素要求量分析装置 1 1 
105 蒸気蒸留ユニット 2 1 
106 分析天秤 2 1 
107 オートクレーブ 1 1 
108 電気炉 1 1 
109 紫外線水浄化システム 1 1 
110 ジャーテスター 1 1 
111 ドラフトチャンバー 1 1 
112 スクラバ付ドラフトチャンバー 1 1 
113 バリア放電イオン化検出器付ガスクロマトグラフィ 1 1 
114 ラマン顕微鏡 1 2 
115 フーリエ変換核磁気共鳴装置 1 2 
116 スクラバ付ドラフトチャンバー 12 1 

 

（７） 安全設備に関する計画 

本プロジェクトで調達される機材を設置する実験室には、実験を行うために電気・ガ

ス・給排水等のユーティリティ設備が必須である。一般的に大学の実験室には安全管理

用の設備が施されている。本プロジェクトにおいては、実験室内で発生する有毒ガスを

吸着・排出する機能を持つ、スクラバ付きドラフトチャンバーを機材整備に含むことと

するが、建物の建設はエジプト側のスコープとなることから、建物設備と機材の間の設

備にかかる調整には十分に留意を行う。 
 
３－２－３概略設計図 

概略設計図はなし。 
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３－２－４調達計画 

３－２－４－１調達方針 

（１）事業実施の基本事項 

本プロジェクトは日本の無償資金協力に従い実施される。本計画は、日本国政府によ

り閣議承認され、日本とエジプト国政府の間で交換公文(E/N)が署名された後、日本とエ

ジプトの間で贈与契約(G/A)が署名される。その後、速やかに E-JUST と日本国法人のコ

ンサルタントがコンサルタント契約を結び、計画の実施設計業務を行う。実施設計完了

後、日本国法人の機材調達業者選定のための入札が行われ、落札した業者と E-JUST との

間で業者契約が締結され、機材調達・据付工事が実施されることとなる。本計画実施に

おける基本事項及び配慮されるべき事項は以下の通りである。 

（２）事業実施体制 

１）エジプト国側実施体制 
本計画のエジプト国側の実施機関は E-JUST であり、E-JUST が G/A および諸契約の署

名者となる。E-JUST は担当者を任命し、プロジェクト実施中の運用、維持管理の調整に

あたる。 

２）コンサルタント 
両国政府による E/N 及び G/A の署名終了後、E-JUST は日本国法人のコンサルタントと

日本国の無償資金協力の手続きに従い、詳細設計と調達監理に係るコンサルタント契約

を結び、JICA の認証を得る。この契約に従い、以下の業務を実施する。 

① 実施設計: コンサルタントは計画内容の最終確認、実施設計図書（計画に含まれる

機材に関する仕様書及びその他の技術資料）の作成を実施する。また機材調達に係

る入札上限金額の積算を行う。 

② 入   札: コンサルタントはエジプトの実施機関が行う機材調達業者選定のため

の入札及び契約に関する書類作成への協力を実施する。また日本政府への報告業務

の支援を行う。 

③ 調達監理: コンサルタントは機材調達業者が契約書に記載された通りに業務を履行

しているかどうかに関して確認を行う。 

主たる業務内容は、下記の通りである。 

①  機材調達業者より提出される調達計画書、機材仕様書その他図書の照合及び承認

手続き 
②  納入される資機材の数量、品質・性能の出荷前検査及び承認 
③ 資機材の調達・納入・据付、初期操作・運用指導の確認 
④ 工事進捗状況の把握と報告 
⑤ 機材の完成検査及び引渡しへの立会い 

コンサルタントは、上記業務を遂行する他、JICA に対し、本計画の進捗状況、支払手

続き、完了引渡しなどについて報告を行う。 
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３）機材調達業者・建設業者 
機材調達業者は、日本国法人を対象として一般競争入札により選定される。契約に基

づき機材の調達・搬入・据付を行い、E-JUST に対し当該機材の操作と維持管理に関す初

期操作指導および運用指導を行う。また、機材引渡し後においても、継続的に機材のス

ペアパーツ及び消耗品の保証期間中の無償供給及び保証期間後の有償供給、技術サポー

トを受けられるべく、機材供給メーカー・代理店との協力のもとに後方支援を行う。 

４）国際協力機構 
独立行政法人国際協力機構（JICA）資金協力業務部は、本計画が無償資金協力の制度

に従って適切に実施されるよう実施監理を行う。 

５）調達計画の策定 
調達計画に関する検討は、実施設計期間中に E-JUST 関係者とコンサルタントとの間で

行う。また、日本国側とエジプト側双方の負担工事を明確にし、各々の負担工事の着手

時期及び方法について工事項目毎に確認し、双方の負担工事が協力準備調査報告書の実

施スケジュールに基づいて円滑に遂行されるよう協議を行う。特にエジプト側負担工事

のうち、新キャンパス工事の完成は、機材入札公示前に確実に完了される必要がある。

その際は、E-JUST が 2019 年 9 月に当初予定通り工学部第 3 年次を開始することもあわせ

て確認する。 
 

３－２－４－２調達上の留意事項 

（１）機材調達上の留意事項 

調達機材は 2017 年 9 月に開設を予定している学士課程のため E-JUST によって建設さ

れる新キャンパス 5 棟の建物内のラボに設置される。機材の据付に当たっては、建物設

備との間の調整が必要となるため、コンサルタントと建設業者、機材据付業者が綿密な

連絡を取り、建築の進捗状況に合わせた工程管理をする必要がある。 

（２）免税手続き 

１）輸入税 
エジプトにおいて輸入機材にかかる関税の免税手続きを行うには、免税許可の取得が必

要である。輸入機材の荷受人となる E-JUST が税関に対して以下の書類を提出する。 

・中央税関長宛の免税申請レター 

・免税の特例措置にかかる税関中央管理局宛のレター 

・通関業者宛の船積み関連書類の E-JUST への引渡し依頼書 

上記の他、日本の調達業者が準備するインボイス、パッキングリスト等の船積み関連書

類の提出が必要である。規定の手数料を E-JUST が税関へ支払い、貨物内容物の確認を受

ける。税関は国家電気通信規制庁（NTRA）の承認を受ける必要性の有無を判断し、必要

がなければ通常 3 日以内に免税許可が下りる。申請から許可取得まで 1 週間から 10 日間

程度見込む必要がある。 
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２）国内税 
大統領令及び 2016 年 9 月 5 日に公布された付加価値税法第 27 条の 2 項の規定により、

科学、教育又は文化的機関で使用される、それぞれの目的に沿った輸入品については、

関連省の大臣令により免税とする旨の記載がある。 

更に本税法の添付資料の免税対象品として、第 38 項に「教育、訓練及び科学研究に関わ

るサービス」および第 56 項に「教育に関わるサービス（学校、学部、研究機関・大学等

の専門性を持ったもの）」と明記されている。 

これら免税に関する諸規定を根拠として、本計画に基づき E-JUST へ導入される機材の国

内税については、計画枠内の調達機材である旨の内容書を添付の上で免税措置手続きが

進められるものと考えられる。 

更に第 8 条には「本法の規定により、既に締結されている二国間政府合意、地域機関と

の合意、更に石油・鉱山取引に係る合意を排除することはなく、これらの合意内容は今

後も遵守されるものである」とあり、本計画にかかる二国間合意となる交換公文の締結

により付加価値税の免税は担保され得るものと思われるが、第 29 条には、「他の法律ま

たは法令に準じた免税措置があっても、明確な申し入れが無い限り本付加価値税法が優

先される。これは、第 8 条の要件（二国間の合意）に矛盾するものではない」と記載さ

れているため、税務当局との間で、本計画が免税対象となること合意を取り付けること

が必要である。 

３－２－４－３調達・据付区分／施工区分 

本計画の事業実施は、日本国とエジプトとの相互協力により実施される。本計画が日

本国政府の無償資金協力により実施される場合、両国政府の工事負担範囲は以下のとお

りとする。 
（１）日本国政府の負担事業 

本計画のコンサルティングおよび機材調達・据付・運用指導に関する以下の業務を負

担する。 

１）コンサルタント業務 
・機材の詳細設計図書および入札条件書の作成 
・機材調達業者の選定および契約に関する業務支援 
・機材納入・据付・操作指導・保守管理指導に対する監理業務 

２）機材調達・据付・運用指導 
・機材の据付、試運転・調整および初期操作指導 
・機材の運転、保守管理方法の説明と指導（運用指導） 
 

（２）両国の調達・据付区分/施工区分 
両国の施工区分/調達・据付区分で特記する項目は下表のように整理される。 
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表 3-4 相手国負担工事内容 
1. 入札前 

 

2. プロジェクト実施期間内 

 

番号 負担工事内容 実施期限 実施責任者 

1 銀行口座の開設 
G/A署名後1ヶ月以内 

E-JUST 
MoIC 

2 ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄへの支払いにかかるA/Pの発給 ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ契約署名後1ヶ月

以内 
E-JUST 

3 新キャンパス建設用地の取得および整地 (840,000m2)  2015年7月実施済み E-JUST 
4 建設許可の取得 2015年7月実施済み E-JUST 
5 新キャンパス建設工事（第一期）の完了 2017年7月 E-JUST 
6 工学部学士課程開設にかかる正式認可の取得  2017年7月 E-JUST 
7 プロジェクトモニタリングレポート（PMR）の提出（詳細設

計の内容記載） 
入札図書作成以前 E-JUST 

番号 負担工事内容 実施期限 実施責任者 

1 調達業者への支払いにかかるA/Pの発給（ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ確認後） 
業者契約署名後1ヶ月以

内 
E-JUST 

2 B/Aに基づいた銀行手数料の支払い   

 1) A/P発給手数料 
契約署名後 1 ヶ月以内 E-JUST 

 2) A/P支払手数料 支払い毎 E-JUST 

3 エジプト国の荷揚港における迅速な荷下ろし・通関手続きお

よび調達業者による内陸輸送にかかる支援 
プロジェクト実施期間内 E-JUST 

4 本プロジェクト実施にかかる調達および役務の提供等の業務

遂行上、エジプト国内への入国または滞在が必要となる日本

人または第三国の外国人への便宜供与 
プロジェクト実施期間内 E-JUST 

5 本プロジェクトで整備される機材の調達にかかる関税、付加

価値税を含む内国税および諸費用の免税手続き 
プロジェクト実施期間内 E-JUST 

6 本プロジェクト実施の上で必要となる日本側負担事項以外の

諸費用の負担 
プロジェクト実施期間内 E-JUST 

7 1) 契約上の業務（船積み、据付工事、運用指導、引渡し等）

完了後のプロジェクトモニタリングレポート（PMR）の提出 業務完了毎に1ヶ月以内 E-JUST 

 2) PMRの提出（最終版） 契約内容に基づく業務完
了証明書への署名後1ヶ
月以内 

E-JUST 

8 プロジェクトの完了にかかる報告書の提出 プロジェクト完了後6ヶ
月以内 E-JUST 

9 サイト外からの公共インフラ接続（電気、給水、排水等、プ
ロジェクト実施において不可欠な設備）の提供   

 1) 電気工事 
サイトへの電気引込み 2017年7月 E-JUST 

 2) 給水工事 
サイトへの市水引込み 2017年7月 E-JUST 

 3) 排水工事 
サイト外との排水管接続 2017年7月 E-JUST 

 4) 家具・機材の調達 
一般家具等の調達 

2017年7月 E-JUST 
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3. 引渡完了後 

 
表 3-5 日本国負担工事内容 

 

３－２－４－４調達監理計画 

（１）調達監理方針 

日本国政府が実施する無償資金協力の方針に基づき、コンサルタントは協力準備調査

の主旨を踏まえ、詳細設計業務を含む一貫したプロジェクトチームを編成し、円滑な業

務の実施を行う。本計画の調達監理に対する方針は、以下のとおりである。 

 両国関係機関の担当者と密接な連絡のうえ調整を図り、遅滞なく機材整備が完了す

ることを目指す。 
 機材調達会社とその関係者に対し、公正な立場に立ち迅速かつ適切な指導・助言を

行う。 
 機材据付け引渡後の運用・管理について適切な指導・助言を行い、機材据付け工事

が完了し契約条件が満たされたことを確認した上、機材の引渡しに立会い E-JUST の

受領確認を得て業務を完了させる。 

 

番号 負担工事内容 実施期限 実施責任者 

1 本プロジェクトで整備される機材の適切かつ効果的な運営・

維持管理の実施 
1) 運営・維持管理費の割り当て 
2) 運営・維持管理体制の構築 
3) 日常点検・定期メンテナンスの実施 

プロジェクト完了後 E-JUST 

o 負担工事内容 実施期限 

1 本プロジェクトで整備される機材の調達および設置 
1) 下記の輸送業務の実施 

契約書で規定された履行期限内 

 a) 日本および第三国からエジプト国までの海上または航空輸送 

 b) 荷揚港からサイトまでの内陸輸送 

 2) 機材調達の実施 

 3) 据付工事の実施 

 4) 初期操作指導および運用指導の実施 

2 ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄによる実施設計、入札業務、調達監理の実施 
契約書で規定された履行期限内 
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図 3-1 本プロジェクトに関する事業実施体制 

 

 

（２）調達監理計画 

１）業者打合せ・機器製作図確認（国内） 
打合せ内容は、機材調達工程（発注、検査、船積み、輸送、据付工事）の確認、業

者側 のプロジェクトに係る体制（人員、報告フロー等）の確認、入札図書での提

出要求書類の確認（機器製作図、ユーティリティリスト等）などが予定される。 

２）出荷前検査（国内） 
実習機材の一部はメーカーの製造工場にて全ての組立を完了し輸出梱包された状態

で指定倉庫へ搬入される。そのため、機材の出荷前にメーカー工場等にて出荷前検査

を実施する。検査技術者が担当する。 

３）船積前機材照合検査（国内） 
第三者検査機関による船積前機材照合検査に係る検査機関選定、検査用仕様書等の必

要書類の準備、検査証の確認および施主への検査終了報告書の作成を行う。検査技術

者が担当する。 

【コンサルタント】 

・ 業務主任 

・ 機材計画 1 

・ 機材計画 2 

・ 機材計画 3 

・ 検査技術者 

・ 常駐監理技術者 1 

・ 常駐監理技術者 2 

・ 常駐監理技術者 3 

エジプト国政府機関 

E-JUST 

日本国政府機関 

外務省 

在エジプト日本国大使館 

交換公文 

（E/N） 

贈与契約 

（G/A） 
JICA 本部 JICA エジプト 

工事請負業者（機材調達） 

MoIC 

MoHE 

コンサルタント契約 

機材調達契約 
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４）現地調達監理（現地） 
E-JUST の担当責任者とともに調達業者が行う員数検査、検品、据付工事、調整・試

運転、初期操作指導、運用指導について現地における調達監理業務を行う。調達機材

が契約通り納入されているかメーカー、型番、仕様などをチェックするとともに、初

期操作指導については具体的な参加者名、部署、担当等が記され、指導終了のサイン

の入った確認書類を収集する。常駐調達監理技術者が担当し、据付工事から検収・引

渡しまでの全ての期間において現地業務を行う。 

５）検収・引渡し業務（現地） 
上記作業の完了後、引渡し業務の終了を E-JUST の責任者に報告し、所定の手続きを

行う。常駐調達監理技術者が担当する。 

（３）調達業者管理計画 

１）機器製作図確認 
機材調達工程（発注、検査、船積み、輸送、据付工事）、プロジェクトに係る体制（人

員、報告フローなど）、入札図書での提出要求書類（機器製作図、ユーティリティリ

スト等）などについて、打ち合わせの中でコンサルタントに対して説明し了解をとる。

本業務は検査要員が担当する。 

２）出荷前検査立会い 
実習機材の一部はメーカーの製造工場にて全ての組立を完了し輸出梱包された状態

で指定倉庫へ搬入されるため、メーカー工場等にて出荷前検査を実施する。 

３）船積前機材照合検査立会い 
各メーカーとの事前打合せおよび検査会社による船積前機材照合検査の立ち会いを

行う。検査要員が担当する。船積後、船積書類のコピー（船荷証券、保険証券、イン

ボイス、パッキングリスト等）を検査会社に提出する。 

４）現地調達管理 
全ての機材について、E-JUST の担当責任者およびコンサルタントの立会いのもと員

数検査、検品、試運転、初期操作指導、運用指導を実施する。現地調達管理要員が担

当する。 

３－２－４－５品質管理計画 

コンサルタントは承認された調達計画書に基づき、所定の管理基準をもって調達監

理を実施する。監理基準は原則的に日本の基準に準拠する。  

 
３－２－４－６資機材等調達計画 

（１）機材の調達 

本プロジェクトにおいて調達される機材については、エジプトまたは近隣諸国の代

理店におけるアフターセールスサービスが可能な日本産品または第三国製品を計画す
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る。第三国まで調達範囲を広げるにあたっては、E-JUST または類似施設における使用

実績、修理・アフターケア体制、普及度といった要素を重視することとし、価格のみ

で採用されることがないよう努めるとともに、DAC あるいは OECD 加盟国製品に限

定する等の一定の制限を設け、機材の品質を確保することとする。 

 表 3-6 資機材等調達先 

 

（２）資機材の輸送計画 

日本および第三国からサイトまでの輸送は船積港からエジプトのアレキサンドリア港

へ海送され、その後サイトまで内陸輸送される。アレキサンドリアからサイトの位置す

るボルグ・エル・アラブまでは約 45km であり、道路状況はおおむね良好である。輸送計

画の策定に当たっては現地調査結果、輸送業者の見積等から適切な期間を設定した。 

３－２－４－７初期操作指導・運用指導等計画 

機材調達業者による計画機材の搬入、据付工事および調整・試運転に続き、初期操作

指導および運用指導を実施する計画とする。とくに据付工事を要する化学系の実験室等

に設置する分析機材、安全設備等についてはメーカーあるいはメーカー代理店技術者に

よる機材の使用方法、メンテナンス方法の指導が必須であることから、これら技術者を

日本または第三国から派遣して、初期操作指導および運用指導を実施する計画とする。

設置が不要な簡易な機材についての初期操作指導は機材調達業者が傭上する技術者によ

り行うこととする。コンサルタントはこの指導が適正に行われるよう監理を行う。引渡

し時には E-JUST の各学科責任者、コンサルタント、機材調達業者とともに指導内容と理

解度の確認を行うこととする。 

３－２－４－８ソフトコンポーネント計画 

機材の運営・維持管理を担当する E-JUST の技術部に対しては、現在技プロにより

体制構築およびメンテナンス技術移転にかかる活動を実施中である。2-4-7 に記述の

資機材名 数量 
調達先 備考 

現地 日本 第三国 (想定国) 

応用工学機材 1式 ○ ○ ○ 米国、ドイツ 

電子通信工学科専用機材 1式  ○ ○ 米国 

コンピュータ情報工学科専用機材 1式 ○ ○ ○ 米国 

メカトロニクス工学科専用機材 1式  ○ ○ ドイツ 

産業・製造工学科専用機材 1式  ○ ○ 米国、ドイツ 

材料工学科専用機材 1式  ○ ○ 米国、ドイツ 

エネルギー資源工学科専用機材 1式  ○ ○ 米国、ドイツ 

化学・石油化学工学科専用機材 1式  ○ ○ 米国 

電力工学科専用機材 1式  ○ ○ スウェーデン 
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通り、据付工事を必要とする化学系の実験室等に設置する分析機材、安全設備等につ

いてはメーカーエンジニアによる運用指導を実施する計画であることから、本プロジ

ェクトにおいてはソフトコンポーネントの必要はないと考えられる。 

３－２－４－９実施工程 

本計画が日本国政府の無償資金協力によって実施される場合、本計画の工事着工までの実

施工程は以下の手順となる。 

 
 両国政府間で E/N が締結される。 
 エジプトの国会により、E/N が批准される。 
 エジプト国政府（MoIC）と国際協力機構の間で G/A が締結される。 
 G/A の記載に基づき、輸入関税および付加価値税の免税が、エジプト政府（税務当局）

より取り決められる。 
 国際協力機構により日本国法人コンサルタントが推薦される。 
 E-JUST と推薦を受けたコンサルタントとの間で詳細設計・監理契約が結ばれる。 
詳細設計入札図書の作成、日本国での入札支援業務、調達業者との契約を経て機材工

事に至る。 

（１）詳細設計（約 7.0 ヶ月） 

協力準備調査をもとに詳細設計図書と入札図書を作成する。その内容は、仕様書、入

札要項等で構成される。コンサルタントは詳細設計の初期、最終の各段階に E-JUST と綿

密な打合せを行い、最終成果品を提出し、その同意を得て詳細設計業務が終了する。 
（２）入札（約 2.0 ヶ月） 

詳細設計終了後、日本国において機材調達入札を公示する。関係者立ち会いの下に入

札を行い、最低価格を提示した入札者が、その入札内容が適正であると判断された場合、

落札者となり E-JUST と機材調達契約を結ぶ。 

（３）調達・施工（約 14.0 ヶ月） 

契約書に署名後、日本国政府の認証を得て、機材調達会社は機材調達に着手する。本

計画の機材調達・据付工事及び操作指導は合わせて約 14.0 ヶ月と判断される。これには

順調な資機材の調達と、エジプト国側関係機関の迅速な諸手続きや審査、円滑なエジプ

ト国側負担工事の実施が前提となる。 
以上を取りまとめた事業実施工程を次表に示す。 
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表 3-7 事業実施工程表 

2017年 2018年 2019年

実施設計

着手協議

国内作業（詳細設計・積算） （計7.0ヶ月）

ODDD比較

入札図書作成

● 審査

図書承認

    機材
入札 ● 公示・図渡し （計2.0ヶ月）

見積り期間

入札・契約

調達監理 （計14.0ヶ月）

事前確認・打合せ

製造・調達

検査・船積み

機器輸送

開梱・搬入・据付

調整・試運転

初期操作指導・運用指導

検収・引渡し

4月 5月

20 2111

5月 6月 7月

19

3月12月 1月 2月 6月 7月3月 4月 8月 9月 10月 11月9月 10月 11月 12月 1月 2月

16 17Month 1 2 3 4 5 9 10 18 22 236 7 8 12 13 14 15

 
 
３－３相手国側分担事業の概要 

本プロジェクトを日本国政府の無償資金協力により実施する上で、エジプト国政府が負

担する項目は以下の通りである。 

（１）入札前 

・銀行口座の開設 
・ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄへの支払いにかかる A/P の発給 
・新キャンパス建設用地の取得および整地 
・建設許可の取得 
・新キャンパス建設工事（第一期）の完了 
・工学部学士課程開設にかかる正式認可の取得 
・プロジェクトモニタリングレポート（PMR）の提出 

（２）プロジェクト実施期間内 

・調達業者への支払いにかかる A/P の発給 
  ・B/A に基づいた銀行手数料の支払い 
    －A/P 発給手数料、A/P 支払手数料 
  ・エジプトの荷揚港における迅速な荷下ろし・通関手続きおよび調達業者による内陸

輸送にかかる支援 
  ・本プロジェクト実施にかかる調達および役務の提供等の業務遂行上、エジプト国内

への入国または滞在が必要となる日本人または第三国の外国人への便宜供与 
  ・本プロジェクトで整備される機材の調達にかかる関税、付加価値税を含む内国税お
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よび諸費用の免税手続き 
  ・本プロジェクト実施の上で必要となる日本側負担事項以外の諸費用の負担 
  ・契約上の業務（船積み、据付工事、運用指導、引渡し等）完了後のプロジェクトモ

ニタリングレポート（PMR）の提出および PMR 最終版の提出 
  ・プロジェクト完了にかかる報告書の提出 
  ・サイト外からの公共インフラ接続（電気、給水、排水等、プロジェクト実施におい

て不可欠な設備）の提供 
    －サイトへの電気引込み、サイトへの市水引込み、サイト外との排水管接続、一

般家具の調達 
（３）引渡し完了後 

・本プロジェクトで整備される機材の適切かつ効果的な運営・維持管理の実施 
    －運営・維持管理予算の確保、運営・維持管理体制の構築、日常点検・定期メン

テナンスの実施 
 

３－４プロジェクトの運営・維持管理計画 

３－４－１運営維持管理体制 

（１）運営体制 

E-JUST の計画によれば28、工学部学士課程の開設に伴い、2017 年には合計 245 名（教

員 74 名、その他職員 171 名）のスタッフによる運営体制となる。 

（２）維持管理体制 

機材の維持管理については、E-JUST 技術部が担当する計画である。各学科に 2 名程度

のテクニシャンを配置する計画としており、現在、技プロの支援を受けつつ、組織体制

構築および要員の育成・リクルートを進めている。現地メーカーや代理店と主要機材の

メンテナンス契約についても実施する方向で検討中である。 

 
３－４－２維持管理計画 

本プロジェクトで整備される機材の維持管理については、E-JUST の技術部のエンジニ

アが主体的に行うこととなる。整備機材の納入時には、全ての機材に対し通常の初期操

作指導が実施され、とくに精密機材あるいは高度な操作やメンテナンスが必要な機材に

ついては、通常の初期操作指導に加え、運用指導を実施する計画とし、整備機材引渡し

後の確実かつ有効な活用を促進する方針とする。 

以下に技術部の概容・組織図を示す。

                                                   
28 調査団の収集資料に基づく（E-JUST Academic Staff Recruitment Schedule for Faculty of 

Engineering および E-JUST Administrative Staff Recruitment Schedule for Faculty of 

Engineering） 
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３－５プロジェクトの概略事業費 

３－５－１協力対象事業の概略事業費 

日本の無償資金協力により、協力対象事業を実施する場合に必要となる事業費につい

て、日本とエジプトとの負担区分に基づく事業費の内訳は、下記（３）に示す積算条件

によれば、次のとおりと見積もられる。但し、この金額は交換公文上の供与限度額を示

すものではない。 

（１）日本国負担経費 

概略総事業費 約 997.0 百万円 
表 3-8 概略総事業費 

 
（２）エジプト国負担経費  

約 65 千エジプトポンド（約 1 百万円） 

表 3-9 エジプト国負担経費 

（３）積算条件 

①積算時点   ：平成 28 年 8 月 
②為替交換レート：１米ドル＝107.12 円 
③調達・施工期間：詳細設計、機材調達の期間は施工工程に示した通り。 
④その他    ：積算は日本国政府の無償資金協力の制度を踏まえて行うこととする。 

 
３－５－２運営・維持管理費 

（１）機材の運営・維持管理費 

本プロジェクトの計画機材のうち消耗品を必要とする主な機材は以下の通りである。 

表 3-10 本事業実施により追加的に必要となる消耗品の年間費用 
（単位：エジプトポンド） 

費目 概略事業費（百万円） 

機材調達 968.0 

詳細設計・調達監理 29.0 

No. 負担項目 内容 金額（EGP） 担当 

1 銀行手数料 支払授権書発行・支払手数料 65,426.00 E-JUST 

合計 65,426.00  

機材名 内容 単価 
年間必要

個数 
合計 

プラスチック用 3D プリンタ 材料 6,000 2 12,000 

金属 3D プリンタ 
材料 10,000 1 10,000 

フィルター 3,000 1 3,000 
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（２）運営・維持管理費分析 

本プロジェクトを実施することにより増加する年間運営・維持管理費用は、表-3-10 の

合計 77.8 千エジプトポンド（約 94.9 万円）および第一次事業にかかる年間運営・維持管

理費用の合計約 109.11 千エジプトポンド（約 133.2 万円）の合計約 186.91 千エジプトポ

ンド（約 228.2 万円）となり、これは下表-3-11 の 2014/15 年度のメンテナンス費用、約

525 千エジプトポンド（約 641.0 万円）の約 36%であることから、運営・維持管理費用の

増加分は吸収可能であるものと考えられる。 

表3-11 E-JUSTの年間メンテナンス費用の推移 （単位：エジプトポンド） 

 

ゼ―ベック係数・電気伝導率測定

装置 

ランプ 1,000 1 1,000 

試料 100 10 1,000 

膨張計 試料 11,500 1 11,500 

機械式研磨機 
金属板 200 3 600 

研磨紙 50 20 1,000 

バンドソー 工具 1,500 1 1,500 

卓上フライス盤 工具 1,500 1 1,500 

卓上ボール盤 工具 1,500 1 1,500 

3D プリンタ 材料 2,500 1 2500 

コンピュータ化振動アナライザー 接着溶剤 200 2 400 

全有機体炭素計 試薬 2,500 2 5,000 

蒸気蒸留ユニット 試薬 2,500 2 5,000 

紫外線水浄化システム フィルター 300 1 300 

正立顕微鏡 ハロゲンランプ 250 2 500 

実体顕微鏡 ハロゲンランプ 250 2 500 

固体サンプル用前処理システ

ム付滴定装置 
試薬 700 5 3,500 

紫外可視分光光度計 試薬 700 5 3,500 

フーリエ変換分光光度計 赤外線ランプ 1,500 1 1,500 

原子吸光光度計 試薬 1,500 3 4,500 

バリア放電イオン化検出器付

ガスクロマトグラフィ 
フィルター 6,000 1 6,000 

  
 合計  77,800 

費目 2012/13 2013/14 2014/15 

メンテナンス費用 179,908 90,032 524,904 



50 

 

第４章 プロジェクトの評価 

４－１事業実施のための前提条件 

本プロジェクトは新しく開設される工学部学士課程の実施に必要な教育・研究用の機

材整備を行うことを目的とするものである。当該学士課程は 2017 年 9 月に開設されるこ

とが予定されており、本プロジェクトの実施工程も、その前提で計画されている。この

ため、2016 年 11 月に署名したミニッツにおいて、当初予定通りに当該学士課程が認可さ

れなければ、本プロジェクト実施にかかる先方政府と日本政府の間で署名されることが

予定されている交換公文を実施しないことについて、先方政府と合意した。 

本プロジェクトは既存大学を対象としたプロジェクトであるが、E-JUST は現在の仮住

まいの校舎が立地する場所に隣接した敷地内に新設校舎を建設し、本プロジェクトで整

備する全ての機材はその新設校舎内の実験室に設置される。完成は 2017 年 7 月を予定し

ているが、当該校舎が完成しなければ本プロジェクトの整備機材を設置する場所が確保

できない。このため、2016 年 11 月に署名したミニッツにおいて、本プロジェクトの機材

調達にかかる入札の公示については、当該校舎の完成と工学部学士課程第 3 年次が確実

に実施されることを前提条件とすることについて、先方政府と合意した。 

４－２プロジェクト全体計画達成のために必要な相手方投入（負担）事項 

本プロジェクト全体計画達成のために、以下の事項についてエジプト側における適切

な実施または準備が行われることが必要である。 

・3 章で既述の先方負担事項の実施 
・調達される機材の使用・維持管理のために必要な人員・予算の確保 
・新設建物の実験室に整備される機材に必要な設置スペース・ユーティリティの確保 

４－３外部条件 

本プロジェクトは、新たに開設される工学部学士課程プログラムに準拠した各学科の

カリキュラム・シラバスの実施等に必要な教育・研究用機材の整備を行うものであるが、

それら機材が E-JUST の教員によって効果的に活用され、質の高い実験・実習が継続的に

実施されることが、実践的なスキルを身に着けた卒業生の輩出には必須である。そのた

めには現在、実施中の技プロと連携して、本プロジェクトによる整備機材に係るカリキ

ュラムや実験要領書の改善を図る等の取り組みが行われることが望まれる。 

４－４プロジェクトの評価 

４－４－１妥当性 

本プロジェクトは以下の点から、我が国の無償資金協力による対象事業として、妥当

性が認められる。 
 (１) プロジェクトの裨益対象 

本プロジェクトの対象地域は、プロジェクトサイトである E-JUST が位置するアレキサ

ンドリア県ボルグ・エル・アラブ市である。E-JUST にはエジプト全域から優秀な学生が

集まり、卒業生の就職先は省庁や民間企業または全国の工科系大学等の高等教育機関と
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なる。直接受益者は本プロジェクトで整備される機材を活用する E-JUST の工学部学士課

程の学生約 2,000 人および教員約 123 人とする（2022 年）。E-JUST はエジプトの工学系随

一の高等教育機関であり、本プロジェクトはエジプトの産業の発展に大きく貢献するも

のであることから、その妥当性が認められる。 

(２) 人間の安全保障の観点 

人間の安全保障とは、人間一人ひとりに着目し、生存・生活・尊厳に対する広範かつ

深刻な脅威から人々を守り、それぞれの持つ豊かな可能性を実現するために、保護と能

力強化を通じて持続可能な個人の自立と社会づくりを促す考え方とされている。本プロ

ジェクトの実施によってエジプト国工学系随一の高等教育機関であるE-JUSTにて実践的

な教育を受ける機会が増えることにより、E-JUST 卒業生の能力が強化されエジプトの産

業と社会の発展に資することができ、引いては、同国の安全・安定的な社会構築に貢献

できるという点において、人間の安全保障の観点に合致し、国民の生活改善に結びつく

計画といえる。 

(３) 当該国の中・長期的開発計画の目標達成への貢献 

エジプト政府が 2012 年に公表した「2022 年までの経済・社会開発計画に関する戦略的

枠組」の目標の一つとして、高付加価値な産業構造の構築を挙げており、そのための人

材育成戦略として、1）高等教育における科学技術分野の重視、2）高度な製造業に従事

する人材育成のための実践的手法の重視が提唱されており、特に理工系分野の高等教育

の充実化と卒業後の雇用に結びつく実践的教育手法の導入を通じ、産業界のニーズに合

った人材を育成する事が求められている。 

本プロジェクトは E-JUST の工学系 8 専攻（コンピュータ科学、電子通信、電力工学、

化学工学、環境工学、材料工学、機械・メカトロ、産業工学）の学部教育に必要な基礎

科学系（物理・化学等）を含む教育・研究用機材を整備するものであり、エジプト国の

上記開発計画に合致する。 

(４) 我が国の援助政策・方針との整合性 

我が国の対エジプト国別援助計画（2009 年 5 月）では、援助計画目標のひとつとして

「持続的経済成長と雇用創出の実現」を掲げており、その中の重点セクターとして「輸

出振興・産業育成」を位置づけている。JICA は、重点分野のひとつに「人的資源の育成・

公的セクターの改善」を掲げ、そのプログラムのひとつに「日本式教育・人材育成支援

プログラム」を置いており、「エジプト日本科学技術大学（E-JUST）設立プロジェクト

（2008-2014）」、「エジプト日本科学技術大学（E-JUST）プロジェクトフェーズ 2
（2014-2019）」、「高等教育省政策アドバイザー（2014-2016）」等の高等教育分野のプロジ

ェクトはこのプログラムの中に位置づけている。本事業もこれらの協力方針に合致する。 
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４－４－２有効性 

以下に本プロジェクトの実施により期待されるアウトプットを示す。 

（１）定量的効果 

（２）定性的効果 

① エジプトの産業界及び社会の発展に貢献する人材の育成。 

② 工学部への入学志願者数が増加傾向を示す。 

これらのことから、本協力対象事業を我が国無償資金協力により実施することの妥当性は

高く、また有効性が十分に認められると判断される。

指標名 
基準値 
（2017 年実績値） 

目標値（2022 年） 
【事業完成 3 年後】 

工学部 8 学科在籍学生数（人） 500 2,000 

各学科における実験・実習・研究時間

の割合 
18.6% 32.8% 
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資料１．調査団員・氏名 

 
1-1 現地調査 1 （2016 年 2 月 23 日～3 月 7 日） 

担 当 業 務 氏  名 所   属 

業務主任／機材計画 1 
（学部共通機材） 

岡本 明広 インテムコンサルティング 
株式会社 

副業務主任／機材計画 2 
（基礎科学系（物理、化学、 
生物等）） 

田島 薫 インテムコンサルティング 
株式会社 

機材計画 3 
（ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ・ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ） 

白岩 利一 インテムコンサルティング 
株式会社 
（株式会社 T-Garden） 

機材計画 4（機械・ﾒｶﾄﾛﾆｸｽ） 岡本 亮治 インテムコンサルティング 
株式会社 

運営維持管理計画 1/機材調達 1/
積算 1 

大原 みさと インテムコンサルティング 
株式会社 

運営維持管理計画 2/機材調達 2/
積算 2（前任） 

原 弘幸 インテムコンサルティング 
株式会社 

運営維持管理計画 3/機材調達 3/
積算 3 

小野 奈緒子 インテムコンサルティング 
株式会社 

※「機材計画 4（機械・ﾒｶﾄﾛﾆｸｽ）」担当の岡本亮治、「運営維持管理計画 1/機材調達 1/積算

1」担当の大原みさと、「運営維持管理計画 2/機材調達 2/積算 2（前任）」担当の原弘幸は国

内業務のみ 

1-2 現地調査 2 （2016 年 7 月 22 日～8 月 3 日） 

担 当 業 務 氏  名 所   属 

総括 樋口 創 独立行政法人国際協力機構 
人間開発部 高等教育・社会保障 
グループ 高等・技術教育チーム

主任調査役/課長補佐 
業務主任／機材計画 1 
（学部共通機材） 

岡本 明広 インテムコンサルティング 
株式会社 

副業務主任／機材計画 2 
（基礎科学系（物理、化学、 
生物等）） 

田島 薫 インテムコンサルティング 
株式会社 

運営維持管理計画 2/機材調達 2/
積算 2（後任） 

山内 伯文 インテムコンサルティング 
株式会社 
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1-3 現地調査 3 （2016 年 11 月 4 日～11 月 17 日） 

担 当 業 務 氏  名 所   属 

総括 樋口 創 独立行政法人国際協力機構 
人間開発部 高等教育・社会保障 
グループ 高等・技術教育チーム

主任調査役/課長補佐 
業務主任／機材計画 1 
（学部共通機材） 

岡本 明広 インテムコンサルティング 
株式会社 

副業務主任／機材計画 2 
（基礎科学系（物理、化学、 
生物等）） 

田島 薫 インテムコンサルティング 
株式会社 
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資料２．調査行程 
2-1 現地調査 1 

 

 
2-2 現地調査 2 

 

日付 曜日 時間
コンサルタント（業務主任）

岡本
コンサルタント（副業務主任）

田島
コンサルタント（機材計画）

白岩
コンサルタント（調達計画）

小野

1 2月23日 火 終日

2 2月24日 水 終日

3 2月25日 木 終日

4 2月26日 金 終日

5 2月27日 土 終日

6 2月28日 日 終日

午前 E-JUSTとの協議（学長除く）④ ←業務主任と同じ ←副業務主任と同じ

午後
18：35　ボルグ・エル・アラブ
国際空港発（QR1318） ←業務主任と同じ ←副業務主任と同じ

8 3月1日 火 終日 16：55　成田空港着（QR806） E-JUSTとの協議（学長除く）⑤ ←業務主任と同じ ←副業務主任と同じ

午前 ボルグ・エル・アラブ→カイロ ←副業務主任と同じ

午後 補足調査① ←副業務主任と同じ

10 3月3日 木 終日 IAA事前協議 ←副業務主任と同じ

11 3月4日 金 終日 団内協議・資料準備 団内協議・資料準備

12 3月5日 土 終日
代理店調査② Multirolla 10:00,
Smartsystems 13:00

←副業務主任と同じ

13 3月6日 日 終日
テクニカルノート協議（学長）/代理店
調査③　Espranza 10:00

←副業務主任と同じ

14 3月7日 月 終日

テクニカルノート署名（学長）
JICA事務所報告
18：40　カイロ国際空港発
（QR1302）

←副業務主任と同じ

15 3月8日 火 終日 16：55　成田空港着（QR806） ←副業務主任と同じ

7

9

00:15 羽田空港発（QR813）→　17：05　ボルグ・エル・アラブ国際空港着（QR1317）

E-JUSTとの協議（学長除く）①

月2月29日

水3月2日

E-JUSTとの協議（学長除く）②

機材リスト整理

機材リスト整理

E-JUSTとの協議（学長除く）③ （ENV, MTR, ERE, MSE, EPE）

E-JUSTとの協議（学長除く）④
代理店調査① JEOL11：00,HCA
（Shimadzu)12:00, Gyza Sytems
13:00

日付 曜日 時間 官団員（総括）
コンサルタント（業務主任）

岡本
コンサルタント（副業務主任）

田島
コンサルタント（調達計画）

山内

1 7月22日 金 終日

2 7月23日 土 終日

3 7月24日 日 終日

4 7月25日 月 終日

0：15　羽田空港発

ボルグ・エル・アラブ空港着

午前

午後

7 7月28日 木 終日

8 7月29日 金 午前

9 7月30日 土 午前

10 7月31日 日 終日 現地代理店調査①

午前

午後 事務所、大使館報告

午後 18:40　カイロ国際空港発

12 8月2日 火 終日 16：55　成田空港着 現地代理店調査③

午前 現地代理店調査④

午後

14 8月4日 木 終日

7月26日 火 終日5

6 7月27日 水

00:30 羽田空港発(QR813)→05:45ドーハ空港着/
07:35 ドーハ空港発(QR1315)→10:05 ボルグ・エル・アラブ国際空港着

調査準備/団内協議

E-JUSTとの協議①

E-JUSTとの協議②

02:25 ドーハ空港発（QR806）→18:40 成田空港着

ミニッツ修正

現地代理店調査②

国際協力省、高等教育省打ち合わせ、ミニッツ修正

ミニッツ署名

補足調査

19:10　カイロ国際空港発（QR1302）→ 23:25 ドーハ空港着

E-JUSTとの協議③

団内確認

補足調査

ミニッツ協議（E-JUST）

移動（アレキサンドリア⇒カイロ）

資料整理／団内協議

補足調査
月8月1日11

13 8月3日 水
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2-3 現地調査 3 

 

日付 曜日 時間 官団員（総括）
コンサルタント（業務主任）

岡本
コンサルタント（副業務主任）

田島

1 11月3日 木 終日
23:50 羽田空港発 (QR813)
06:00 ドーハ空港着

2 11月4日 金 終日
10:05  ドーハ空港発 (QR1315)
13:05 ボルグ・エル・アラブ国際空港着

3 11月5日 土 終日 資料整理

4 11月6日 日 終日
22:20 成田空港発 (QR807)
04:30 ドーハ空港着

E-JUSTとの協議 1

5 11月7日 月 終日
09:00 ドーハ空港発 (QR1303)
11:45 カイロ国際空港着

E-JUSTとの協議 2

6 11月8日 火 終日 関係省庁、エジプト事務所との協議 1 E-JUSTとの協議 3

7 11月9日 水 終日 関係省庁、エジプト事務所との協議 2 E-JUSTとの協議 4

8 11月10日 木 終日 関係省庁、エジプト事務所との協議 3 E-JUSTとの協議 5

9 11月11日 金 終日 資料整理/団内協議 資料整理/団内協議

10 11月12日 土 終日
23:50 羽田空港発（QR813)
06:00 ドーハ空港着

資料整理/団内協議 資料整理/団内協議

午前
10:05  ドーハ空港発 (QR1315)
13:05 ボルグ・エル・アラブ国際空港着

アレクサンドリア移動 資料整理/団内協議

午後

午前

午後
19:15 ボルグ・エル・アラブ国際空港発
(QR1318)
23:30 ドーハ空港着

午前 02:59 ドーハ空港発 (QR806)

午後 19:00 成田空港着

14 11月16日 水 終日

9：00～11：00

12：00～13：00

13：00～14：00

午後
19:00 カイロ国際空港発 (QR1302)
23:00 ドーハ空港着

19:00 カイロ国際空港発 (QR1302)
23:00 ドーハ空港着

16 11月18日 金 終日
02:59 ドーハ空港発 (QR806)
19:00 成田空港着

02:59 ドーハ空港発 (QR806)
19:00 成田空港着

15

11月13日11 日

ミニッツ協議（2回目）

月11月14日12

ミニッツ協議

団内協議

ミニッツ準備

火11月15日13

JICA事務所報告

ミニッツ署名（JICA事務所）

第4回FOE＆FIBH合同委員会（JICA事務所）

国際協力省説明

カイロ移動

木11月17日
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資料３．関係者（面会者）リスト 
所属 部署等 役職等 名前(敬称略) 

Ministry of 

International 

Cooperation 

Asian Sector Undersecretary of State / Head 

of Asian Sector 

Mona Sayed Ahmed 

Ministry of 

International 

Cooperation 

Asian Sector Undersecretary of State Waleed Al-Haddad 

Ministry of Higher 

Education and 

Scientific Research 

Sector of Cultural Affairs & 

Mission 

First Undersecretary of State / 

Head of Sector of Cultural 

Affairs & Mission 

Hossam Elmalahy 

E-JUST  President Ahmed El Gohary 

 First Vice President Masasaki Suzuki 

Support Services Vice President Ahmed Mohamed Zamel 

 Secretary General Saleh Gomaa 

Energy Resources Engineering Professor Mahmoud Amin Ahmed 

Professor Ali Kamel Abdel-Rahman 

Assistant Professor Mahmoud Bady 

Environmental Engineering Professor Ahmed Tawfik 

Doctoral course student Ahmed Elreedy 

Chemical and Petrochemicals 

Engineering 

Dean Mona Gamal Eldin 

Professor Ahmed El Shazly 

Associate Professor Marwa Farouk Mohmoud 

El-Kady 

Industrial Engineering and 

Systems Management 

Dean Hassan El-Hofy 

Acting Chairperson Amr B. Eltawil 

Materials Science and 

Engineering 

Professor Ahmed Abdel Moneim 

Associate Professor Mohamed Abdel-Hady Gepreel 

Electronics and 

Communications Engineering 

Dean Amin Ahmed Shoukry 

Chairperson Hossam Shalaby 

Associate Professor Mohammed Sharaf Sayed 

Research Fellow Ahmed Shalaby 

Assistant Professor Moataz Mahmoud Abdelwahab 

Assistant Professor Mohamed Abbas 

Assistant Professor Ahamed Allam 

Laboratory Engineer Alaa Zain el abdeen Mohamed 

Ali 

Associate Professor Adel Adel Abdel Rahman 

Associate Professor Maha El-Sabrouty 
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Computer Sciense and 

Engineering 

Acting Chairperson Ahmed El-Mahdy 

Assistant Professor Mohamed Elsayed Hussein 

Associate Professor Wailid Gomaa 

Mechatronics and Robotics 

Engineering 

 

Chairman Abdelfatah M. Mohamed 

Professor Ahmed Ali Abdelsoud 

Assistant Professor Ahmed Fath El-Bab 

Assistant Professor Mohamed Ahmed M. Fanni 

Assistant Professor Aiman Omer 

Modern Mechanical 

Engineering 

Doctor Victor Parque 

College of Engineering Assistant Professor Ahmed Hassanin 

在エジプト日本国大

使館 

 一等書記官 星野 有希枝 

JICA エジプト事務

所 

 所長 伊藤 晃之 

次長 後藤 光 

所員 椎谷 徳子 

企画調査員 シャー佐知子 

エジプト日本科学技

術大学プロジェクト

フェーズ 2 

 チーフアドバイザー（前任） 吉浦 伸二 

チーフアドバイザー（後任） 岩井 淳武 

サブチーフアドバイザー（前

任） 

菅原 貴之 

Advisor for Dean of Graduate 

School of Innovative Design 

Engineering 

平松 幸三 

Superintendent / Adjunct 

Professor 

松下 慶寿 

業 務 調 整  / Engineering 

Education 

サブチーフアドバイザー（後

任） 

岡野 貴誠 

業 務 調 整 / University 

Administration 

Keiichiro Taniguchi 

業務調整 / 教育システム Kiyoko Tanaka 

Program Officer Eiman Barakat 

Program Officer Termine Torki 

E-JUST 新キャンパ

ス設計会社 

部署等 役職等 名前(敬称略) 

（株）イソザキ・ア

オキ アンド アソ

 取締役 砂原 カリム 

シニアアーキテクト 大野 幸 
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シエイツ プロジェクトアーキテクト 小俣 裕亮 

以下 在エジプト訪

問企業 

部署等 役職等 名前(敬称略) 

Medhat Abu Zeid 

Egyptian Consulting 

House (MZECH) 

 アーキテクト/デザイングル

ープマネージャー 

Mamdouh MATTAR 

Consulting 

Engineering Group 

(CEGMAN) 

 コンサルタントエンジニア/

技術部長  

Mohamed OSMAN 

Heinrich's 

Commercial Agency 

 Managing Director Antoine Mansour 

SMART SYSTEMS  Managing Director Mohamed Abdel Aziz 

GIZA SYSTEMS & 

DISTRIBUTION 

 Generral Manager Mohamed Kandil 

Fujitsu  Senior H/W Presales 

Consultant 

Ahmed Hamdy 

JEOL SERVICE 

BUREAU 

 Products Manager Hamdy Elakkad 

ESPRANZA  Deputy Manager Mohamed Ebeid 

Quest (DELL)  Sales Mohamed Sayed 

imeSOLUTIONS 

(HP) 

 E-Marketing Director Mohamed Mortada 

Multirolla  Executive Manager Abeer Hefnawy 
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資料４．討議議事録（M/D） 
４－１ 現地調査 1（テクニカルノート） 
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４－２ 現地調査 2 
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４－３ 現地調査 3 
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資料５．参考資料 
 

番

号 
名称 

形態 
図書・ビデオ・

地図・写真等 

ｵﾘｼﾞﾅﾙ・ｺ

ﾋﾟｰ 
発行機関 発行年 

1 Higher Education in Egypt 図書 コピー OECD 2010 

2 Higher Education in Egypt 図書 コピー 
European 
Commission 

2012 

3 Education in Egypt: Key Challenges 図書 コピー 
Chatham 
House 

2012 

4 
Higher Education Strategy in Egypt 
(2015 – 2030) 

図書 コピー 高等教育省 2014 

5 
Government’s Strategy to Develop 
Higher Education in Egypt 2015 - 
2030 

図書 コピー 

Strategic 
Planning and 
Policy Support 
Unit 

2014 

6 
The Global Competitiveness Report 
2015-2016 

図書 コピー 
World 
Economic 
Forum  

2015 

7 
エジプト高等教育セクター調査

報告書 2013 年 6 月 
図書 コピー JICA 2013 

8 
エジプト産学連携・産業人材ニー

ズ調査報告書 2013 年 6 月 
図書 コピー JICA 2013 

9 
エジプト日本科学技術大学設立

プロジェクト（2008 年 10 月～

2014 年 1 月）事業概要資料 
図書 コピー JICA 2008 

10 
エジプト日本科学技術大学設立

プロジェクトフェーズ 2（2014 年

2 月～2019 年 1 月）事業概要資料 
図書 コピー JICA 2014 

11 
エジプト高等教育カントリーレ

ポート 
図書 コピー 

日本学術振興

会、カイロ研

究連絡センタ

ー 

2015 

12 

エジプト・日本科学技術大学の設

置に関する日本国政府とエジプ

ト・アラブ共和国政府との間の協

定 2009 年 3 月 26 日 

PDF データ コピー 二国間協定 2009 

13 
Progress of Temporary and 
Permanent Campus Preparation for 
11th BoT meeting 

プレゼンテー

ション資料 
コピー E-JUST 2015 

14 E-JUST 組織図 V0.9 PDF データ コピー E-JUST 2014 
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15 

Engineering Undergraduate 
Programs Bachelor Degree in 
Engineering, B.Sc ENG. 
Bylaws, Curriculum and Courses 
Outlines 2016 年 1 月 

プレゼンテー

ション資料 
コピー E-JUST 2016 

16 
Schematic Design Architectural 
Drawings 2015 年 9 月 

プレゼンテー

ション資料 
コピー IAA 2015 

17 
Final Land & Topographie Survey 
Report for E-JUST 

図書 コピー 
IAA/カイロ

大学工学部 
2013 

18 Geotechnical Study for E-JUST 図書 コピー 
IAA/カイロ

大学工学部 
2013 
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資料６．その他の資料・情報 
６－１ E-JUST 工学部学士課程実験室一覧 

School

School

Track*

Industrial and
Manufacturing

Engineering (IME)

Mechatronics
Engineering (MTE)

Materials Science and
Engineering (MSE)

Electronics and
Communication

Engineering (ECE)

Electrical Power
Engineering (EPE)

Computer Science
and Engineering

(CSE)

Chemicals and
Petrochemicals Engineering

(CPE)

Energy Resources
Engineering (ERE)

IME PBL (105) (Not
covered by the GA)

MTE PBL (118)
(GA2)

Materials Testing and
Characterization Lab.
(34)  (GA1)

ECE PBL (37) (GA1,
2)

EPE PBL (98) (GA1)
CSE PBL (19)
(GA2)

CPE PBL (57) (GA1, 2)
ERE PBL (70)
(GA1, 2)

IME Applications Lab.
(25)  (GA1)

Sensors and Actuators
Lab. (32) (GA2)

Materials Processing
Lab. (35)  (GA1)

Advanced Electronics
(36)  (GA1)

Power Electronics
(42)  (GA1)

Computing
Workshop (43)
(GA1)

Physical Chemistry and
Reaction Kinetics and
Catalysis Lab. (45) (GA1)

Renewable Energy
(49) (GA1)

CAD RE Lab. (26)
(GA1)

Mechatronics and
Robotics Lab. (33)
(GA1, 2)

MSE PBL (111) (GA2)

Data +
Communications (17)
(Integrated with ECE
PBL (37))

Electrical Machines
Lab. (94)  (GA1)

Cloud Computing
(44) (GA1, 2)

Chemical Process
Technology Lab.-1(Before
Org/inorg) (46) (GA1)

Fuel (50) (GA1)

Motion Analysis (27)
(GA2)

Optical Comm (38)
(GA1, 2)

Switch Gear and
Protection (95)
(GA1)

Corrosion &
Electrochemistry Lab. (47)
(GA1)

Thermo - Fluids (51)
(GA1)

Manufacturing Lab. (28)
(GA1)

Solid State (39) (GA1)
Power Systems
Analysis Lab. (96)
(GA1)

Chemical Engineering
Process Control Lab. (48)
(GA1)

Alternative Energy
(52) (GA1)

Ergonomics Lab (29)
(GA1)

RF Circuits (40) (GA1,
2)

High Voltage Lab
(97) (GA2)

Petrochemical Lab. (72)
(GA1)

CIM Lab (30)  (GA1) Electronics (14) (GA1)
Unit Operation Lab. (59)
(GA1)

Precision Engineering
(31)  (GA1)

Microwaves &
Antenna (41) (GA1, 2)

Digital Systems + DSP
(18) (GA1, 2)

Microprocessor (15)
(GA1, 2)

Track* ：学士課程2年次からの「学科共通教育研究機材」

General Laboratories

Technical

Management

Department

(TMD)

Equipment

Winds Mills (53) (Not covered by the GA)

Super Computer (54) (Not covered by the GA)

Digital Manufacturing Lab. (55) (GA2)

Nano Technology Lab. (56) (Not covered by the GA)

MEMS Lab. (60) (GA2)

UC Lab. (58) (Not covered by the GA)

Hum
English Language Lab. (Not covered by the GA)

Japanese Language Lab. (Not covered by the GA)

Basic Science

Basic Science Lab. - 1 (01) (GA1)

Basic Science Lab. - 2 (02)  (GA1)

Computer Programming. Lab.  (03)  (GA1)

Materials Science Lab. (04)  (GA1)

Basic
Engineering

Basic Engineering Lab. - 1 (05)  (GA1)

Basic Engineering Lab. 2(Chemical, Energy, and Env. Eng.) (06)  (GA1)

Electronics and Circuits Lab. (07)  (GA1)

Mechanical Workshop 1 (08)  (GA1)

Drawing Studios (11)  (GA1)

Mechanical Workshop 2 (10)  (GA1)

School of Innovative Design Engineering School of Electronics, Communication and Computer Engineering
School of Energy, Environment and Chemical &

Petrochemical Engineering

Applied
Engineering

Mechanical Vibrations Lab. (13) (GA1, 2) Simulation Software (16) (Not covered by the GA)

Automatic Control Lab. (12) (GA1, 2)

Track

laboratories

Instrumentation Lab. 1 (based on the ECE Instrumentation Lab.) (23) (Not covered by the GA)

Instrumentation Lab 2 (based on the IDE Instrumentation Lab.) (Chemical +Energy + Env Engineering) (24) (Not covered by the GA)

Basic Environmental engineeringn Lab (ENV) (20) (GA2)

MONOTSUKURI Center (09)  (GA1)

School of Innovative Design Engineering School of Electronics, Communication and Computer Engineering
School of Energy, Environment and Chemical &

Petrochemical Engineering
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６－２ 機材用途一覧（写真付き） 
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